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第
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大
和
十
五
年
ま
で
の
北
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官
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移
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都
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官
の
出
自
(
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上
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上
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本
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〉
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都
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と
部
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カ3
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北
貌
は
太
租
の
登
閣
初

(
8
8
と
中
原
卒
定
直
後

(ω
由吋
)
の
二
回
に
亘
っ
て
、
北
人
部
族
の
大
規
模
解
散
を
断
行
し
て
、
部
民
を
編
民
に
な

-
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し
た
と
停
え
て
い
る
。

従
来
、
太
組
の
と

っ
た
こ

の
部
落
解
散
を
以
て
北
貌
王
朝
下
の
部
族
杜
舎
は
完
全
に
崩
壊
し
去
っ
た
も
の
と
し
て
論
は

準
め
ら
れ
て
き
た
。
裁
判
制
度
を
検
す
る
と
、

る
。
北
人
裁
判
の
特
色
は
、
部
主
に
よ
る
部
族
裁
剣
と
、
中
央
に
も
ち
こ
ま
れ
た
場
合
の
三
都
裁
判
の
二
段
構
え
で
あ
っ
た
。

三
都
裁
判
と
は

し
か
し
、

北
入
社
曾
の
部
族
制
は
、

そ
の
後
も
脹
々
と
保
持
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

部
族
裁
判
に
よ
っ
て
は
解
決
し
得
な
い
事
案
に
封
し
て
、
外
都
・
中
都
・
内
都
の
各
大
官
が
執
行
す
る
裁
削
円
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
裁
剣
制
度

の
背
景
に
は
、
北
入
社
舎
に
於
け
る
遊
牧
生
活
以
来
の
部
族
社
曾
の
強
い
遺
制
が
働
い
て
い
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
習
俗
に
劃
し
て
高

組
は
侍
官
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
た
局
の
強
化
、
三
都
の
底
止
、
大
理
の
設
置
、
廷
尉
の
権
限
嬢
大
等
の
諸
方
策
を
質
施
し
て
、
北
入
社
舎
に

傍
わ
る
裁
判
に
於
け
る
部
族
制
排
除
を
行
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

拓
政
王
朝
下
の
北
人
の
部
族
解
消
の

一
露
頭
と
し
て
三
都
の
推
移
を
以

上
の
よ
う
に
考
読
し
た
。
大
方
の
御
示
数
を
賜
わ
ら
ば
孝
で
あ
る
。

廷

尉

と

大

理

-2-

霊
(
時
一
一
職
官
七
諸
卿
上
大
理
卿
の
一
節
に

今
大
理
者
(蜘
)
、
(
漢
)
武
帝
建
元
四
年
復
震
廷
尉
、
京
帝
元
書
二
年
復
震
大
理

(酔
)
、
後
貌
亦
日
廷
尉
、
北
費
日
大
理
寺、

置
卿
・
少

卿
各
一
人
(
肝
)
。

と
あ
っ
て
、
決
疑
獄
事
の
官
聴
が
時
に
は
大
理
、
時
に
は
廷
尉
と
襲
改
を
重
ね
て
、
北
親
で
は
廷
尉
、
北
青
で
は
大
理
寺
と
い
っ
た
と
停
与
え
て

い
る
。
し
か
し
説
書

主
志
堵
一
刑
罰
七
に
は

紳
施
中
、
蘭
陵
公
主
・
尉
馬
都
尉
劉
輝
、
坐
輿
河
陰
鯨
民
張
智
欝
妹
容
妃
、
陳
慶
和
妹
慧
猛
、
姦
凱
耽
惑

(
酔
)
、
門
下
慮
奏
、
各
人
死

刑
(
酔
)
。
尚
書
三
公
邸
中
屋
纂
執
日
(
酔
)
、
案
、
輝
無
叛
逆
之
罪
、
賞
同
反
人
劉
宣
明
格
(
榊
)
。
特
教
門
て

結
獄
不
拘
恒
司
、
量
得

一
同
常
例
以
矯
通
準
。
且
古
有
詔
、
獄
寧
復
一
掃
大
理
(
酔
)
、
殊
希
任
寄
深
、

合
罪
責
崖
纂
、
可
菟
郎
都
坐
尚
書
、
悉
奪
稔

一
時。

粛
宗
の
紳
亀
中

Q
g
t印
H
S
の
詔
の
一
節
に
「
且
古
有
詔
、
獄
寧
復
一
野
大
理
」
の
語
句
が
あ
っ
て、

と
あ
っ
て
、

紳
晶
砲
を
遡
る
古
に

「大



置
の
一
暑
の
み
に
は
ま
か
せ
な
い
」
と
い
わ
れ
た
と
い
っ
て
い
る
。
同
じ
く
刑
罰
志
に
は
こ
の
事
件
を
遡
る
約
十
年
の
世
宗
永
卒
三

G
S
)
年

六
月
の
記
事
と
し
て

其
年
(
謹
一
)
六
月
、
乗
廷
尉
卿
元
志
・
監
王
靖
等
上
言
、
依
律
文
獄
成
、
謂
慮
罪
案
成
者
、

寺
謂
犯
罪
巡
弾
後
使
覆
検

鞠
謹
定
刑
、
罪
朕
彰
露
(
酔
)
、
案
、
署
分
雨
獄
理
是
成
、
若
使
案
雄
成
、
雄
己
申
省
、
事
下
廷
尉
或
寺
、
以
情
肢
末
壷
(
酔
)
、

・
或
門
下

立
疑
、
更
付
別
使
者
、
可
従
来
成
之
篠
(
酔
)
、
大
理
正
崖
纂
・

評
楊
機
・
丞
甲
休
・
律
博
士
劉
安
元
以
魚
、
律
文
獄
己
成
(
断
)
。

と
あ
り
、
こ
こ
に
も
「
大
理
正
・
崖
纂
」
と
あ
っ
て
、
前
掲
・
逼
典
の
「
後
競
亦
日
廷
尉
」
と
い
う
記
事
と
は
必
ず
し
も
符
合
し
な
い
よ
う
で

検
除
名
之
例
、

あ
る
。
な
お
、
こ
の
議
論
は
太
理
正
・
雀
纂
、
評
・
楊
機
等
側
と
粂
廷
尉
卿
・
元
志
、
監
・
王
靖
等
側
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ

て
、
廷
尉
側
の
上
言
中
に
「
案
、
署
分
南
獄
理
是
成
、
云
々
、
難
己
申
省
、
事
下
廷
尉
或
寺
、
云
々
」
と
み
え
て
、
事
件
は
(
門
下
)
省
を
経

て
廷
尉
或
い
は
ハ
大
理
)
寺
の
両
決
獄
署
の
所
舘
に
下
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
南
署
の
律
文
に
照
し
て
の
ち
裁
決
は
門
下
省
に
廻
さ
れ
、
そ
こ
で
天
子

親
臨
の
も
と
に
裁
可
を

T

仰
ぐ
と
い
う
形
式
を
ふ
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
永
卒
三
Q
H
O
)

年
時
貼
に
於
け
る
決
疑
獄
事
の
官
臆

-3-

に
は
明
ら
か
に
廷
尉
系
と
大
理
系
の
商
獄
官
が
並
存
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
る
に
前
記
・
紳
抱
中

G
S
J包
由
)
の
蘭
陵
公
主
殴
傷

事
件
に
閥
し
て
は
、
門
下
の
死
刑
要
求
に
劃
し
て
、
尚
書
三
公
郎
中

(郎
都
坐
筒
書
〉
崖
纂
が
、
逃
亡
犯
人
の
劉
輝
は
反
人
で
も
な
い
の
に
、

そ

こ
れ
に
劃

の
獲
檎
に
反
人
と
同
一
の
厚
賞
懸
募
を
以
て
す
る
の
は
、

し
、
粛
宗
は
特
に
門
下
に
勅
し
て
「
結
獄
は
恒
司
に
拘
わ
ら
な
け
れ
ば
、

獄
は
ど
う
し
て
大
理
に
諦
そ
う
や
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
程
重
任
を
も
っ
恒
司
・
崖
纂
は
そ
の
任
寄
に
布
く
か
ら
に
は
、
そ
の
職
郎
都
坐
尚

書
を
菟
じ
、
詠
一
時
を
奪
う
ベ
し
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
い

っ
て
、

犯
人
・
劉
輝
以
下
の
庭
分
を
門
下
慮
奏
に
よ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
粛

理
に
叶
わ
ぬ
と
し
て
暗
に
犯
人
劉
輝
を
か
ば
う
態
度
を
と

っ
て
い
る
。

一
同
常
例
を
以
て
遁
準
と
な
し
得
な
い
。
且
つ
古
え
詔
が
あ
っ
て
、

白
木
・
勅
中
の
「
恒
司
」
は
洛
陽
遷
都
後
の
嘗
時
に
あ
っ
て
は
「
恒
州
・
官
臆
」
す
な
わ
ち
「
奮

・
代
都
・
官
臆
」
を
示
す
語
で
あ
っ
て
、
こ
こ

で
は
「
代
都
時
代
の
獄
官
」
を
さ
し
、
直
接
的
に
は
郎
都
坐
尚
書

・
崖
纂
の
意
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
郎
都
坐
尚
書
が
「
恒
司
」

と
い
わ
れ
る
所
以
は
、
こ
れ
が
代
都
時
代
の
北
人
の
獄
官
で
あ
る
後
述
の
三
都
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
の
事
件
に
於
い
て
特
に
「
恒
司
H
郎
都
坐
向
書
」
へ
の
任
容
を
重
視
し
、

し
た
が

っ
て
そ
の
擢
限
を
強
く
容
認
し
て
い
た
の
は
、
こ
れ
が
公

主
・

鮒
馬
都
尉
等
の
公
主

・
殴
傷
事
件
と
レ
う
北
人
関
係
の
事
件
で
あ
っ
た
か
ら
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
劃
し
て
十
年
後
の
永
卒
三
年

の
議
論
は
一
般
的
に

「
検
除
名
之
例
」
に
於
い
て
「
依
律
文
獄
成
」
と
い
う
こ
と
の
内
容
に
闘
し
、
廷
尉
と
大
理
で
解
韓
を
異
に
し
て
い
る
と

深
、
合
罪
責
」
の
問
題
は
生
れ
な
か

っ
た
詳
で
あ
る。

因
み
に
雨
記
事
に
名
前
を
連
ね
た
崖
纂
に
つ
い
て
は
、

し
た
が

っ
て

「
恒
司
云
々
、
殊
来
任
寄

貌
量
一回
世
五
列
俸
瑚
四
崖
挺

こ
ろ
か
ら
生
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
北
人
た
る
と
漠
人
た
る
と
は
問
う
と
こ
ろ
で
な
く
、

俸
の
く
だ
り
に

挺
族
子
纂
、
字
叔
則
、
博
拳
有
文
才
、

景
明
中
太
皐
博
士
、
韓
員
外
散
騎
侍
郎
嚢
威
将
軍

(
酔
)
、
後
篤
給
事
中
、
延
昌
中
除
梁
州
征
虜
府

長
史
、
回
一
芯
l

初
魚
霊
場
将
軍
廷
尉
正
、
毎
一
於
大
獄
、
多
所
嬢
明
、
有
嘗
官
之
春
、
時
太
原
王
静
自
廷
尉
監
霊
少
卿
、
纂
恥
居
其
下
(酔)、

叉
啓
求
解
任
、
乃
除
左
中
郎
将
領
向
書
三
公
郎
中
、
未
幾
以
公
事
克
、
後
震
洛
陽
令
、

正
光
中
卒
。

- 4ー

と
あ
る
。
か
れ
は
給
事
中
の
官
に
あ
っ

た
と
き
、

永
卒
三
(印H
O
)

年
嘗
時
、

大
理
正
と
し
て
評
・
楊
機
等
を
率
い
て
意
見
具
申
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
首
時
、
大
理
正
は
天
子
の
左
右
に
侍
直
す
る
侍
官
中
、
博
皐
な
も
の
が
都
度
々
々
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

か
れ
が
紳
亀
中
(
日
H
∞J
mH
由
)
の
蘭
陵
公
主
事
件
に
閥
興
し
た
と
き
は
、
左
中
郎
時
間
・
領
向
書
三
公
郎
中
の
官
に
あ
っ

た
諜
で
あ
る
。
末
尾
の

「
未
幾
以
公
事
兎
」
は
刑
罰
志
・
蘭
陵
公
主
事
件
の
「
合
罪
責
雀
纂
、
可
克
郎
都
坐
尚
書
、
云
々
」
に
照
麿
'
す
る
か
ら

で
あ
る
。
嘗
時
、
か
れ
の
本
任
・
左
中
郎
賂
は
鮮
卑
禁
軍
の
一
方
の
長
官
で
、
こ
の
事
件
の
被
告
、
蘭
陵
公
主
・
鮒
馬
都
尉
劉
輝
、
河
陰
豚

(
洛
州
河
陰
郡
)
民
・
張
智
蕎
妹
容
妃
等
は
と
も
に
公
主
に
仕
え
る
も
の
と
し
て
配
せ
ら
れ
た
も
の
で
北
族
系
出
身
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

か
れ
の
獄
官
と
し
て
の
(
領
〉
尚
書
三
公
邸
中
(
叉
は
郎
都
坐
倫
書〉

は
鮮
卑
禁
軍
長
官
で
あ
る
左
中
郎
賂
と
い
う
本
官
奔
任
の
上
に
始
め
て
成

り
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
獄
官
と
し
て
の
尚
書
三
公
郎
中
(
叉
ほ
郎
都
坐
向
書
)
も
鮮
卑

(
北
人
)
系
獄
官
に
麗
す
る
(
後
述
す
る
三
都
の
流
れ
を

波
む
)
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
あ
る
か
ら
一
方
で
か
れ
は
被
告
劉
輝
を
か
ば
う
護
言
を
な
し
、
他
方
、
粛
宗
は
恒
司

(
鮮
卑
系
獄

中官

・
三
都
の
系
譜
に
属
す
V

で
あ
る
尚
書
三
公
郎
中
〈
又
は
郎
都
坐
倫
書〉

崖
纂
が
恒
司
と
し
て
の
任
容
に
布
く
と
し
て
罷
菟
し
た
の
で
あ
ろ
う
。



う
ら
を
か
え
せ
ば
こ
の
こ
と
は
北
人
〈
鮮
卑
)
系
獄
官
(
こ
こ
で
は
向
書
三
公
郎
中
叉
は
郎
都
坐
向
書
〉
は
北
人
犯
罪
に
封
し
て
は
特
権
的
地
位
が

容
認
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
粛
宗
は
峯
纂
を
責
め
て
「
結
獄
不
拘
恒
司
、
云
々
、
殊
帯
任
寄

深
、
合
罪
責
」
と
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
神
亀
中
の
こ
の
時
貼
に
あ
っ
て
も
な
お
、
'
北
人
系
獄
官
の
北
人
裁
剣
に
劃
す
る
特
権
的
地
位

容
認
と
い
う
こ
の
現
象
は
ど
う
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
根
源
を
究
明
す
る
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
永
卒
三
年
の
例
が
一示
す
(
粂
)
廷

尉
卿
(
元
志
)
系
と
大
理
正
(
握
纂
)
系
の
二
系
統
の
獄
官
並
立
と
い
う
、
前
記
-
逼
典
の
記
事
と
の
、
抵
燭
す
る
裁
剣
機
構
は
い
か
な
る
轄

機
か
ら
誕
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
考
設
を
加
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。

親
書
唯
一
L

列
俸
朗
九
蹟
陵
主
俸
の
僚
に

慶
陵
王
羽
、
字
叔
融
、
太
和
九
年
封
、
加
侍
中
征
東
大
路
軍
、
矯
外
都
大
官
。
羽
少
而
聴
慧
、
有
断
獄
之
稿
。
後
罷
三
都
、

羽
魚
大
理
、

加
衛
将
軍
、
典
決
京
師
獄
訟
、
徴
有
盤
巻
。
蓮
特
準
備
書
左
僕
射
、
叉
掲
太
子
太
保
録
尚
書
事
。
高
一
組
賂
南
討
、
遁
羽
持
節
安
撫
六
鎮

(
酔
)
。
領
廷
尉
卿
。
車
駕
既
護
(
酔
)
。
十
八
年
春
、
羽
表
酔
廷
尉
、
不
許
(
榊
)
。
高
祖
又
謂
羽
田
(
酔
}
、
汝
始
魚
廷
尉
及
初
作
尚
書
、

内
外
腫
墓
(
肝
)
。
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と
あ
っ
て
、
震
極
の
弟
で
あ
っ
た
慶
陵
王
・
羽
が
侍
中
・
征
東
大
持
軍
の
官
を
奔
し
、
外
都
大
官
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
と
き
「
有
断
獄
之
稽
」

あ
っ
た
が
「
後
罷
三
都
、
羽
潟
大
理
、
加
衛
賂
軍
、
典
決
京
師
獄
訟
、
徴
有
盤
審
」
と
い

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
羽
が
任
ぜ
ら
れ
て
い

た
「
外
都
大
官
L

は
断
獄
の
官
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
文
中
の
『
後
罷
三
都
」
の
三
都
に
つ
い
て
は
、
親
書
噌
一
志
堵
一
刑
罰
七

世
組
即
位
、
以
刑
禁
重
、
神
鹿
畑
中
詔
司
徒
雀
浩
、
定
律
令
(
酔
)
。
畿
内
民
(
酔
)
、
論
刑
者
、
部
主
具
朕
公
車
鞠
僻
、
而
三
都
決
之
(
断
)
。

と
あ
る
か
ら
、
部
主
が
裁
断
し
か
ね
る
犯
罪
事
件
に
閲
し
て
よ
申
が
な
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
に
断
獄
の
決
を
輿
え
る
も
の
が
三
都
で
あ
っ
た
こ

と
が
剣
明
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
三
都
は
外
都
大
官
・
中
都
大
官

・
内
都
大
官
の
三
都
大
官
の
略
稽
で
、
贋
陵
王

・
羽
俸
に
み
え
る
「
罷
三

都
」
は
外
・
中
・
内
都
大
官
を
底
止
し
た
こ
と
を
示
す
。
し
た
が

っ
て
そ
の
時
ま
で
外
都
大
官
で
あ
っ
た
羽
も
嘗
然
そ
の
職
を
退
い
た
詳
で
あ

133 
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羽
魚
大
理
、
云
々
、
典
決
京
師
獄
訟
」
と
は
、
羽
に
と
っ
て
は
外
都
大
官
を
解
任
さ
れ
て
、
大
理
に
任
ぜ
ら
れ
、
京
師
の

獄
訟
を
典
決
す
る
こ
と
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
高
祖
の
獄
訟
の
官
に
劃
す
る
こ
の
措
置
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
太
和
十
八
年
に
達
成

さ
れ
る
洛
陽
蓮
都
に
備
え
て
と
ら
れ
た
も
の
で
、
太
和
十
六
年
四
月
の
新
律
令
頒
布
時
に
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
期
仰
が
外
都
大
官
解

任
と
同
時
に
任
命
せ
ら
れ
た
「
大
理
」

も
新
律
令
頒
布、

三
都
底
止
と
同

一
目
的
か
ら
設
け
ら
れ
た
機
関
で
あ
っ
て
、
遷
都
に
際
し
て
そ
の
前

後
に
設
生
す
る
京
官
の
諸
問
題
に
備
え
て
の
獄
官
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
う
。
貌
書
酷
一
列
惇
羽
一
脚
元
卒
文
諸
帝
子
孫

・
司
徒
石
の
博
僚
に

提
弟
壬
、
世
組
一
躍
一
弁
務
林
中
郎
(
酔
)
。
及
車
駕
設
代
、
不
一留
守
(
酔
)
。
不
一雅
愛
本
風
、
不
達
新
式
、

絶
嘗
言
、
皆
所
不
願
。
高
租
知
其
如
此
、
亦
不
逼
之
、
但
誘
示
大
理
、
令
其
不
生
同
異
。

至
於
襲
俗
遷
洛
、
改
官
制
服
、
禁

る。

「後
罷
三
都
、

と
あ
る
の
も
こ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
太
和
十
八
年
の
洛
陽
遷
都
直
後
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
こ
の
時
期
に
、
官
制

・
服
制

・
用
語
を
新
式

(
鮮
卑
式
か
ら
中
図
式
)
に
改
め
た
と
き
、
鮮
卑
系
官
人
が
新
式
に
な
じ
ま
な
か

っ
た
こ
と
を
高
祖
も
察
知
し
て
強
制
し
よ
う
と
せ
ず
、

命
じ
て
新
式
と
本
風
(
鮮
卑
風
)
使
用
に
よ
っ
て
差
別
を
つ
け
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

大
理
に
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」
の
こ
と
か
ら
も
高
組
が
三
都
慶

官
制
服
、
禁
絶
醤
言
」
等
、
諸
々
の
園
風
改
腹

・
新
式
採
用
に
備
え
て
の
方
針
か
ら
出
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

止
と
と
も
に
庚
陵
王
・
羽
を
大
理
に
任
じ
た
狙
い
が
奈
迭
に
あ
っ
た
か
が
窺
わ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
高
祖
の
大
理
設
置
は
不
一俸
に
い
う
「
改

し
か
る
に
高
組
の
諸

方
面
に
亘
る
新
式
採
用
の
方
策
は
、
鮮
卑
系
貴
族
の
強
い
抵
抗
に
遭
っ
て
、
高
祖
を
し
て
「
高
祖
知
其
如
此
、
亦
不
逼
之
、
云
々
、
令
其
不
生
同

異
」
と
い
う
妥
協
的
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
立
場
を
と
ら
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
が
裁
判
現
場
に
於
い
て
は
前
記

神
亀
中
の
閲
陵
公
主
殴
傷
事
件
に
針
す
る
粛
宗
の

「
特
勅
門
下
、
結
獄
不
拘
恒
司
、
量
得

一
同
常
例
以
魚
通
準
。

且
古
有
詔
、
獄
寧
復
一
蹄
大

理
、
云
々
」
と
レ
う
形
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
勅
は
北
人
裁
判
に
射
す
る
北

人
裁
判
官
の
権
限
の
強
大
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
「
且
古
有
詔
、
獄
寧
復
一
蹄
大
理
」
と
も
あ

っ
て、

決
獄
は
大
理
の

一
官
聴
に
の
み
委
す
べ
き
で
な
い
と
い

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
推
断
す
れ
ば
、
亮
租
の
太
和
十
六
年
に
於
け
る
三
都
底
止
・

大
理
設

大
理
の
一
獄
官
に
よ
っ
て
北
人
漢
人
を
関
わ
ぬ
ご
同
常
例
L

置
は
、
買
は
三
都
(
北
人
獄
官
リ
後
の
恒
司
系
獄
官
〉
の
特
権
停
止
を
狙
い
と
し
、



の
「
逼
準
」
を
以
て
す
る
裁
剣
に
き
り
か
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
る
に
高
租
の
こ
の
施
策
は
北
人
貴
族
の
強
い
抵

抗
に
遭
っ
て
、
高
祖
は
間
も
な
〈
大
理
の
擢
の
縮
少
、
三
都
系
獄
官
の
擢
力
容
認
と
い
う
妥
協
策
に
出
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
記
の
粛
宗
勅

の
「
且
古
有
詔
、
獄
寧
復
一
関
大
理
」
は
、
高
祖
が
大
理
一
獄
官
に
よ
る
ご
同
常
例
」
の
裁
判
執
行
と
い
う
初
め
の
方
針
を
費
更
し
て
妥
協

策
に
き
り
か
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
苦
衷
の
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
同
勅
の

「
結
獄
不
拘
恒
司
、

量
得

一
同
常
例
以
魚
逼
準
」
と
い

う
粛
宗
の
言
葉
の
裏
に
も
、
賓
は
大
理
の
一
に
借
問
し
て
、
恒
司
す
な
わ
ち
三
都
系
獄
官
の
擢
を
削
減
し
よ
う
と
し
た
が
、
恒
司
の
権
力
を
容
認

し
な
け
れ
ば
鮮
漢
同
一
規
準
の
決
獄
は
成
立
し
な
い
と
、
強
力
に
揖
抗
し
た
北
人
貴
族
の
主
張
が
窺
わ
れ
る
。
さ
ら
に
こ
の
勅
の
末
尾
に

「市

尚
書
治
本
、
納
言
所
属
、
云
々
」
と
い
う
語
も
、
一
に
鯖
し
て
い
た
大
理
の
司
法
擢
を
三
都
系
の
尚
書
(
術
書
三
公
郎
中
叉
は
郎
都
坐
向
書
)
に
分

散
し
て
三
都
系
獄
官
の
擢
力
復
活
の
過
程
を
裏
面
か
ら
示
す
語
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
太
和
十
六
年
に

「
罷
三
都
、
羽
震
大
理
」
と
あ
り

な
が
ら
、
遅
く
と
も
太
和
十
七
年
を
下
ら
ぬ
時
期
に
す
で
に
、
羽
が
「
領
廷
尉
卿
」
と
い

っ
て
、
廷
尉
卿
の
名
が
依
然
と
し
て
み
え
る
所
以
で

あ
ろ
う
。
高
祖
が
羽
を
大
理
か
ら
領
廷
尉
卿
に
改
任
し
た
こ
と
に
は
以
上
の
よ
う
な
事
情
が
伏
在
し
て
い
た
。

L
た
が
っ
て
大
理
と
廷
尉
の
並

立
と
い
う
新
情
勢
下
に
於
け
る
廷
尉
は
、
従
前
の
廷
尉
の
擢
に
加
う
る
に
三
都
の
権
力
回
復
の
容
認
と
い
う
こ
と
が
内
包
せ
ら
れ
で
い
た
も
の
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と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
、
神
亀
中
の
蘭
陵
公
主
殴
傷
事
件
に
封
し
て
渡
せ
ら
れ
た
粛
宗
の
勅
を
逼
し
て
推
究
せ
ら
れ
る
大
理
と
廷
尉
の
関
係
に

つ
い
て
く
ど
く
ど
し
く
述
べ
た
が
、
こ
れ
を
分
り
易
く
要
約
す
れ
ば
、
太
和
十
六
年
、

三
都
を
慶
し
て
大
理
と
し
た
こ
と
の
狙
い
は
、
獄
官
と

し
て
北
人
裁
剣
に
強
大
な
権
力
を
有
し
て
い
た
鮮
卑
系
機
関
の
三
都
の
権
を
奪
い
、
鮮
漢
同

一
規
準
に
よ

っ
て
裁
判
を
執
行
す
る
獄
官
と
し
て

の
大
理
の
新
設
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
劃
す
る
鮮
卑
系
貴
族
の
強
力
な
抵
抗
に
遭
っ
た
高
祖
は
、
太
和
十
七
年
を
下
ら
ぬ
時
期
に
、

廷
尉
に
復

し
て
三
都
存
在
中
に
こ
れ
と
並
立
し
て
い
た
前
代
以
来
の
廷
尉
機
構
の
中
に
、
三
都
の
裁
剣
樺
の
温
存
を
容
認
し
つ
つ
鮮
卑
系
部
人
へ
の
特
殊

裁
剣
を
削
減
し
て
ゆ
く
と
い
う
妥
協
策
に
出
た
も
の
で
あ
る
。

135 

慶
陵
王
・
羽
は
高
組
の
鮮
卑
系
獄
官
の
権
力
削
減
と
い
う
員
意
か
ら
渡
し
た
獄
官
機
構
の
改
訂
、
す
な
わ
ち
三
都
慶
止
・
大
理
新
設
の
線
に

沿
っ
て
、
太
和
寸
六
年
時
「
羽
潟
大
理
」
と
さ
れ
た
が
、
鮮
卑
系
官
人
の
抵
抗
を
受
け
て
、

太
和
十
七
年
を
下
ら
ぬ
時
期
に
「
領
廷
尉
卿
」
と
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い
う
職
名
に
改
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
前
記
の
贋
陵
王
俸
に

「
高
祖
叉
謂
羽
田
、
云
々
、
汝
始
篤
廷
尉
及
初
作
向
書
」
と
あ
る
所

以
で
、
羽
が
始
め
て
廷
尉
及
び
初
作
(
始
め
て
作
ら
れ
た
)
の
向
警
に
な
っ
た
、
と
高
祖
が
よ
び
か
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
始

篤
廷
尉
」
と
い
う
意
味
は
、
羽
は
廷
尉
と
い
う
獄
官
が
前
代
以
来
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
こ
に
至

っ
て
設
置
さ
れ
た
廷
尉
に
任
用
さ
れ
た
と

い
う
意
味
で
は
あ
る
ま
い
。
と
い
う
の
は
親
書
政
一
一
列
俸
講

一
長
孫
道
生
俸
に

長
孫
道
生
協
従
子
也
(
酔
)。
世
租
即
位
、
準
爵
汝
陰
公
、
蓮
廷
尉
卿
。

と
あ
っ
て
、
長
孫
道
生
は
世
租
の
即
位
と
時
を
同
じ
く
し
て
廷
尉
卿
に
遷

っ
た
こ
と
、
或
い
は
親
書
当
三
列
惇

4
一
一
王
憲
俸
に

皇
始
中
駕
次
越
郡
之
高
邑
、

憲
乃
婦
誠

(
酔
)
。
世
組
即
位
、

行
廷
尉
卿
、
出
震
上
谷
太
守。

と
あ
っ
て
、
こ

の
例
も
亦
世
組
即
位
に
よ

っ
て
王
憲
が
行
廷
尉
卿
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
惇
与
え
て
お
り
、

さ
ら
に
競
書
容
七
上
、
高
租
紀
、

.太

和
四
年
四
月
乙
卯
の
僚
に
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幸
廷
尉
籍
坊
二
獄
、
引
見
諸
国
、
詔
日
(
酔
)
、
宜
鴎
軽
重
決
遣
、
以
赴
耕
転
之
業
。

と
あ
り
、
ま
た
同
書
同
巻
、
太
和
四
年
九
月
戊
子
の
詔
に

隆
警
官
一
一
降

(酔
)
、
可
遣
侍
臣
、
詣
廷
尉
獄
及
有
国
之
所
。
周
巡
省
察
飢
寒
者
、

給
以
衣
食。

等
と
あ
っ
て
太
和
四
年
賞
時
、
天
子
が
廷
尉
に
宰
し
た
り
、
侍
臣
を
し
て
廷
尉
の
獄
及
び
囚
を
見
舞
わ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
例
か
ら
す
れ

ば
庚
陵
王
・
羽
が
高
粗
か
ら

「
汝
始
震
廷
尉
」
と
い
わ
れ
る
以
前
か
ら
ず
っ
と
廷
尉
の
官
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
高

租
の
い
う
「
汝
始
魚
廷
尉
」
と
は
、
太
和
十
六
年
に
北
人
専
門
の
獄
官
・
三
都
と
北
人
以
外
の
も
の
の
獄
官

・
廷
尉
の
二
本
立
を
併
合
し
て
大

理
と
し
、
こ
こ
に
統
合
さ
れ
た
皐
一
の
獄
官

・
大
理
を
以
て
鮮
漢

一
同
常
例
の
決
疑
獄
事
を
執
行
し
よ
う
と
企
て
た
と
こ
ろ
、
北
人
の
不
満
を

買
っ
た
の
で
大
理
の
地
位
の
低
下
又
は
そ
の
贋
止
を
行
な
っ
て
廷
尉
の
権
を
強
化
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
廷
尉
に
は
三
都
系
獄
官
す
な
わ
ち
遷

都
後
の
恒
司
の
裁
判
樺
を
強
ぺ
容
認
し
、
寧
ろ
三
都
系
獄
官
に
近
い
廷
尉
と
な
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
慶
陵
王

・
羽
が
初
任
を
み
た
の
は
こ
の

意
味
の
廷
尉
で
あ
っ
て
、
従
前
の
非
北
人
の
獄
官
・
廷
尉
と
北
人
系
獄
官
・
三
都
の
擢
を
併
せ
る
と
同
時
に
三
都
系
獄
官
へ
の
傾
斜
を
強
く
も



つ
廷
尉
で
あ
る
。
新
生
の
意
味
に
於
け
る
廷
尉
は
前
代
か
ら
は
全
く
例
を
見
な
い
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
意
味
に
於
い
て
高
祖
は
羽
に

♂
広
始
魚
廷
尉
」
と
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
高
租
の
衣
の
語
「
初
作
尚
書
」
と
は
ど
ん
な
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
前
記
の
親
書
刑

崖
纂
は
世
宗
治
世
の
永
卒
三

Q
H
O〉
年
六
月
の
意
見
具
申
で
は
大
理
正
で
あ
り
、

罰
志
と
崖
纂
俸
に
よ
れ
ば
、

照
卒
中

G
5
1印
H
3
の
翼
州

妖
賊
・
延
陵
王
買
の
負
罪
逃
亡
事
件
で
は
廷
尉
卿
・
斐
延
僑
と
相
劃
し
て
「
正
雀
纂
」
と
あ
る
の
を
、
列
俸
に
徴
す
れ
ば
廷
尉
正
で
あ
る
。
し

か
し
紳
亀
中

G
g
l臼
由
)
の
蘭
陵
公
主
殴
傷
事
件
に
於
い
て
は
「
尚
書
三
公
郎
中
屋
纂
執
日
L

と
述
べ
、
粛
宗
の
逆
麟
に
ふ
れ
て
上
申
意
見

の
罪
責
を
問
わ
れ
る
と
き
に
は
「
合
罪
責
昼
纂
、
可
兎
郎
都
坐
尚
書
、
云
々
」
と
あ
っ
て
、
同
事
件
に
干
興
し
た
崖
纂
の
官
職
を
前
に
は
「
向

書
三
公
郎
中
」
と
い
い
、
後
に
は
「
郎
都
坐
向
書
」
と
い
っ
て
お
り
、
屋
纂
停
で
か
れ
が
獄
官
罷
菟
直
前
の
官
職
は
「
乃
除
左
中
郎
持
・
領
向

書
三
公
郎
中
」
と
あ
る
か
ら
「
尚
書
三
公
郎
中
」
が
そ
の
獄
官
と
し
て
の
官
職
と
み
て
よ
い
。
以
上
、
屋
纂
の
獄
官
と
し
て
の
経
歴
を
辿
れ
ば
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永
平
三
年
で
は
大
理
正
、
以
後
照
卒
中
に
か
け
て
は
廷
尉
正
で
あ
り
紳
亀
中
に
は
「
尚
書
三
公
郎
中
」
又
は
「
郎
都
坐
尚
書
」
で
あ
る
。
ま
た

こ
れ
ら
の
裁
判
に
劃
す
る
護
言
者
の
順
序
を
み
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
事
件
の
軽
重
、
陪
席
官
人
の
多
少
等
に
よ
っ
て
護
言
順
序
に
も
と
き
に
相
異

は
あ
る
と
し
て
も
、
天
子
を
除
け
ば
大
韓
に
於
い
て
高
位
者
の
護
言
が
最
初
に
な
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
と
雀

纂
の
獄
官
歴
等
か
ら
考
え
れ
ば
「
向
書
三
公
郎
中
」
又
は

「
郎
都
坐
向
書
」
は
大
理
正
・

廷
尉
正
よ
り
は
上
位
の
官
で
あ
り
、
廷
尉
卿
を
下
ら

ぬ
、
少
な
く
と
も
こ
れ
に
近
い
擢
限
を
興
え
ら
れ
た
獄
官
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
太
和
十
六
年
の
三
都
底
止
と
と
も
に
大
理
と

な
り
同
十
七
年
を
下
ら
ぬ
時
期
に
廷
尉
卿
を
領
し
た
慶
陵
王
・
羽
の
官
歴
か
ら
も
推
察
が
つ
く
。
む
し
ろ
草
的
に

「向
書
三
公
郎
中
」
「
郎
都

坐
向
書
」
は
廷
尉
卿
と
封
等
又
は
こ
れ
に
近
い
権
限
を
有
す
る
官
で
あ
っ
て
、
三
都
底
止
に
よ
る
大
理
へ
の
権
限
統
轄
に
劃
す
る
北
人
の
不
満

を
緩
和
す
る
た
め
、
北
人
獄
官
の
北
人
裁
剣
に
劃
す
る
権
限
の
容
認
を
明
示
す
る
た
め
の
獄
官
と
し
て
設
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う

各

三

第

二

の
は
「
郎
都
坐
向
書
」
の
「
都
坐
」
に
つ
い
て
は
親
書
二
列
俸

O

封
務
停
に

封
蕗
字
慮
徳
、
融
海
待
人
(
酔
)
、
(
慕
容
)
賓
敗
諦
闘
、
除
給
事
責
門
侍
郎
・
都
坐
大
官
・
寧
朔
鰐
軍
・章
安
子
、
太
組
敷
引
見
(
併
)
。
太

宗
初
、
復
徴
奔
都
坐
大
官
。
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と
あ
っ
て、

慕
容
質
に
仕
え
、

中
書
令
民
部
尚
書
で
あ
っ
た
封
諮
が
蹄
闘
後
、
太
組

・
太
宗
の
南
帝
か
ら
拝
し
た
官
職
の

一
に
「
都
坐
大
官
」

が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「都
坐
大
官
」
は
親
書
旭
↑
列
惇
時
一
任
城
王

・
雲
停
に

願
租
時
拝
都
督
中
外
諸
軍
事

・
中
都
坐
大
官
、
聴
理
民
訟
、
甚
牧
時
血
管
(榊)。

於
是
俸
位
於
高
租
(
酔
)
、
額
組
問
市
嘉
之
、
復
奔
侍
中・

中
都
大
官
、
賜
吊
千
匹
・
羊
千
口
、
出
鴛
糞
州
刺
史
。

に
於
け
る
、
任
城
王
・
雲
が
顕
粗
か
ら
第
一
回
目
に
拝
し
た
「
中
都
坐
大
官
」
の
(
外
・
中

・
内
へ
の
〉
未
分
化
時
代
の
名
稀
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
の
に
、
中
都
坐
大
官
と
な

っ
た
雲
の
業
績
を
述
べ
て
「
聴
理
民
訟
」
と
い

っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
官
が
獄
官
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
中
都
坐
大
官
が
獄
官
で
あ
る
な
ら
ば
そ
の
原
形
で
あ
る
都
坐
大
官
も
撤
官
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
市
か
も
都
坐
大
官

・
中
都
坐
大
官

及
び
雲
が
第
二
回
目
に
奔
し
た
中
都
大
官
は
後
述
す
る
よ
う
に
三
都
の
源
流
又
は
そ
の
中
の

一
機
関
で
あ
っ
て
、
等
し
く
北
人
を
封
象
と
す
る

獄
官
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
上
記
の
紳
議
中
に
窪
纂
が
帯
び
て
い
た
「
郎
都
坐
向
書」

も
北
人
を
専
管
す
る
三
都
に
権
限
も
名
稽
も
そ
の

根
源
を
有
す
る
獄
官
で
あ

っ
た
と
考
え
て
誤
で
は
あ
る
ま
い
。
神
議
中
に
握
纂
が
帯
び
て
い
た
「
郎
都
坐
向
書
L

と
い
う
職
名
は
北
人
専
管
の

-10 -

獄
官
・
三
都
に
系
列
を
ひ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
亦
「
向
書
三
公
郎
中
」

の

一
つ
に
数
え
て
い
た
こ
と
前
記
の
通
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
高

組
が
庚
陵
王

・
羽
に
呼
び
か
け
て
「
汝
始
潟
廷
尉
及
初
作
尚
書
」

と
い

っ
た
中
の
「
初
作
備
蓄
」
は
、

嘗
時
の
羽
の
職
歴
ゃ
、
高
祖
の
羽
へ

の

こ
の
呼
び
か
け
が
三
都
駿
止
か
ら
日
な
お
浅
い
太
和
十
九
年
の
時
黙
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
の
貼
か
ら
、
明
ら
か
に
「
郎
都
坐
尚
書」

及
び

「向
書
三
公
郎
中
」
で
あ
っ
た
と
断
じ
て
誤
あ
る
ま
い
。

以
上
、
太
和
十
六
(
S
N
)

年
以
前
に
於
け
る
北
貌
の
決
疑
獄
事
の
官
は
、
廷
尉
と
三
都
の
二
本
立
て
で
あ
っ
て
ゴ
一
都
が
北
人
専
管
の
獄
官
で

あ
っ
た
の
に
針
し、

廷
尉
は
主
と
し
て
三
都
管
轄
外
の
漢
人
等
を
封
象
と
す
る
獄
官
で
あ
る
こ
と
、
及
び
太
和
十
六
年
に
三
都
を
贋
し
て
大
理

を
設
置
し
、
大
理
の
一
獄
官
に
よ
る
一
同
常
例
の
全
裁
判
権
統
合
を
企
て
た
が
、
北
人
側
の
反
撃
に
遭
っ
て
太
和
十
七
年
を
下
ら
ぬ
時
期
に
廷

尉
・
大
理
の
二
本
立
て
と
す
る
と
と
も
に
、

廷
尉
の
樺
を
重
く
し
て
廷
尉
の
中
に
「
郎
都
坐
向
書
」
又
は

「尚
書
三
公
郎
中
」
と
い
う
三
都
系

獄
官

ハこ
れ
を
遷
都
後
は
時
に
恒
司
と
も
い
う
〉
を
新
に
任
じ
て
北
人
側
の
不
満
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
北
人
事
管
の
獄
官
で
あ
る
三
都
系
獄
官



の
樺
限
を
温
存
し
て
い
っ
た
経
過
を
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
、
太
和
十
六
年
に
高
祖
が
三
都
を
腰
止
し
、
大
理
を
新
設
し
て
そ
の
擢
限
強
化
の
計

を
推
進
し
よ
う
と
し
た
理
由
は
奈
謹
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
高
組
が
企
て
た
、

大
理
の

一
官
に
よ
る
全
裁
剣
権
統
轄
の
計
は
北
人
の
抵
抗

を
受
け
て
充
分
に
は
達
成
で
き
な
か

っ
た
が
、
高
祖
が
北
人
事
管
の
獄
官
三
都
の
擢
を
削
減
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
明
ら
か
に
看
取
で
き
る
。

高
祖
に
こ
の
措
置
を
と
ら
せ
た
三
都
及
び
三
都
に
至
る
ま
で
の
北
貌
の
獄
官
は
ど
ん
な
推
移
左
辿
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
ら
の
黙
の
究
明

な
く
し
て
は
太
和
十
六
年
乃
至
十
七
年
に
於
け
る
高
祖
の
獄
官
針
策
の
狙
い
は
解
明
し
難
い
。

太
和
十
五
年
ま
で
の
北
貌
獄
官
の
推
移

拓
政
部
族
が
漠
北
遊
牧
中
と
っ
て
い
た
僻
訟
決
事
に
閲
し
て
は
親
書
噌
一
志
柑
刑
罰
七
に

貌
初
、
誼
俗
純
朴
、
刑
禁
疎
筒
、
宣
帝
南
遷
、
復
置
四
部
大
人
、
坐
王
庭
、
決
僻
訟
、
以
言
語
約
束
、
刻
契
記
事
。

と
あ
り
、
親
書
噌
帝
紀
J
m

序
紀
に
は

其
後
世
篤
君
長
、
統
幽
都
之
北
・
贋
漠
之
野
、
畜
牧
遷
徒
、
射
猶
矯
業
、
淳
撲
魚
俗
、
簡
易
鶏
化
、
不
震
文
字
、
刻
木
紀
契
而
己
。

と
あ
る
よ
う
に
、
北
土
大
鮮
卑
山
に
擦
り、

こ
れ
に
よ
っ
て
部
族
名
を
競
し
た
嘗
時
か
ら
、
淳
撲
簡
易
で
文
字
を
も
た
ず
木
を
刻
ん
で
約
束
の

誼
と
し
て
い
た
頃
、
六
代
目
に
首
る
宣
帝
が
南
遷
し
て
、
刑
罰
志
に
記
す
よ
う
に
「
復
置
四
部
大
人
、
坐
王
庭
、
決
僻
訟
」
と
い
う
部
族
所
属

の
四

E
帥
で
あ
る
四
部
大
人
を
王
庭
に
集
め
、
，
王
の
主
宰
下
に

部
人
の
訴
訟
犯
罪
を
裁
く
と
い
う

方
式
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

①
 

る
。
こ
の
よ
う
な
部
大
人
を
王
庭
に
侍
ら
せ
て
獄
事
を
議
す
る
と
い
う
方
式
は
、
遡
れ
ば
旬
奴
単
干
庭
の
王
庭
裁
剣
の
流
れ
に
順
い
、
下
れ
ば

後
述
す
る
よ
う
に
北
競
・
三
都
裁
剣
の
源
流
を
な
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
決
疑
獄

E

事
に
射
す
る
畜
牧
遷
徒
時
代
の
上
の
方
式
が
建
園
後
の
北
親

王
朝
下
に
ど
ん
な
形
で
踏
襲
さ
れ
た
か
を
み
れ
ば
前
記
の
説
書
直
三
列
停
悌
一
一
封
務
停
に

封
競
{
子
慮
徳
、
崩
海
待
人
也
、
雪
組
棒
、
菅
東
夷
校
尉
(
酔
)
、
(
麓
)
仕
慕
容
賓
、
位
至
中
書
令
民
部
尚
書
、
賓
敗
蹄
閥
、

除
給
事
黄
門

侍
郎
・
都
坐
大
官
・
寧
朔
終
軍
・

章
安
子
(
桝
)
、
太
宗
初
復
徴
奔
都
坐
大
官
、
準
届
酎
震
侯
、
泰
崇
二
年
卒
。

139 
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と
る
っ
て
、
後
燕
主
慕
容
賓
に
仕
え
て
中
書
令

・
民
部
向
書
の
官
に
あ
っ
た
封
欝
が
、
太
租
に
鯖
闘
し
て
都
坐
大
官
の
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と

を
俸
え
て
い
る
。
太
租
の
中
山
攻
略
は
親
書
泊
五
列
俸
調
八
徒
河
慕
容
鹿
傍
中
の
慕
容
徳
傍
に

皇
始
二
年
既
抜
中
山、

太
租
遣
衛
王
儀
、
攻
鄭。

と
あ
る
に
よ
れ
ば
、
皇
始
二
QS
)
年
、
す
な
わ
ち
太
租
が
代
王
の
位
に
闘
い
た
登
園
元

(8
8
年
か
ら
は
十
二
年
目
、
太
租
が
皇
帝
を
稿
し

た
天
輿
元
(ω
∞∞
)
年
を
遡
る
こ
と
十
二
年
の
時
期
に
や
回
る
。
皇
始
二
年
に
中
山
で
敗
れ
た
慕
容
賓
は
龍
城
に
東
奔
し
更
に
南
下
し
て
中
山
奪
回

を
企
て
た
が
蘭
干
に
殺
さ
れ
て
レ
る
。
封
務
停
に
「
賓
敗
婦
闘
」

と
あ
る
の
は
以
上
の
よ
ろ
な
慕
容
賓
敗
退
及
び
そ
の
直
後
の
封
麓
の
蹄
闘
を

示
す
も
の
で
あ
り
、
慕
容
賓
の
中
書
令

・
民
部
向
書
の
地
位
に
あ
っ
た
封
欝
を
給
事
責
門
侍
郎

・
都
坐
大
官

・
寧
朔
将
軍
の
官
に
除
し
た
の

も
、
亦
か
れ
の
蹄
闘
直
後
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
。
管
見
を
以
て
す
れ
ば
「
都
坐
大
官
」
の
職
名
は
皇
始
二
年
と
思
わ
れ
る
こ
の
時
期
に

「給

事
黄
門
侍
郎
」
と
い
う
天
子
側
近
官
と
し
て
の
封
蕗
を
こ
れ
に
任
じ
た
と
い
う
こ
の
記
事
が
初
見
で
あ
る
。
封
艶
は
亦
太
宗
の
初
公
S
)
に
も

租
太
宗
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
嘗
時
中
原
攻
略
と
征
服
地
の
鎖
撫
に
専
念
し
て
い
る
と
き
、
北
・

漢
人
の
習
俗
に
も
征
服
地
の
事
情
に
も
精

- 12-

徴
せ
ら
れ
て
都
坐
大
官
を
拝
し
て
い
る
。

封
誌
が
奔
し
た
都
坐
大
官
が
後
述
す
る
よ
う
に
三
都
の
源
流
で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
な
い
が
、
太

通
し
た
教
養
人
が
左
右
に
侍
直
し
て
、
適
切
に
そ
の
諮
問
に
答
え
得
る
と
い
う
機
構
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
甚
だ
肝
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
こ
の
機
構
の
中
の
一
人
に
充
て
ら
れ
た
も
の
が
慕
容
賓
に
仕
え
て
充
分
な
経
験
と
数
養
を
身
に
つ
け
て
い
る
封
様
で
あ
っ
て
、
か
れ

倉

一

l

第
七

と
い
う
の
は
説
書

九
中

古7
体

中

景
穆
イ

に
劃
す
る
諮
問
内
容
は
主
と
し
て
北
人
に
射
す
る
決
疑
獄
事
の
案
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
王
任
城
王
雲
俸
に

願
組
時
、

拝
都
督
中
外
諸
軍
事
中
都
坐
大
官
、
聴
理
民
訟
、
甚
牧
時
血
管
(酔
)
、
願
組
聞
而
嘉
之
、
復
拝
侍
中

・
中
都
大
官
、
賜
白m
千
匹
・

羊
千
口
。

と
あ
っ
て
、
任
城
王
・
雲
が
顕
組
の
時
(
品
目
白
!
ミ
S
、
都
督
中
外
諸
軍
事
・
中
都
坐
大
官
を
拝
し
て
、

停
え
て
い
る
。
「
聴
理
民
訟
」
す
る
職
分
は
雲
が
奔
し
た
都
督
中
外
諸
軍
事
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
粂
領
し
た
「
中
都
坐
大
官
」
に
属
す

民
の
訴
訟
を
慮
し
て
名
聾
を
博
し
た
と



る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
「
中
都
坐
大
官
」
は
民
の
訴
訟
を
裁
く
獄
官
で
あ
っ
た
罪
で
あ
る
。
雲
は
後
、
徐
州
刺
史
に
出
た
が
再
び

召
さ
れ
て
侍
中
・
中
都
大
官
を
奔
し
て
い
る
。
中
都
大
官
の
職
分
に
つ
い
て
示
唆
に
富
む
記
事
と
し
て
貌
書
鳩
廿
列
停
蹄
七
景
穆
十
二
王

・

京
兆
王
俸
に

京
兆
王
・
子
推
、
太
安
五
年
封
、
位
侍
中
・
征
南
大
将
軍
・
長
安
鎖
都
大
将
(
酔
)
。
入
篤
中
都
大
官
、

察
獄
有
稿
。

と
あ
っ
て
、
額
租
治
世
中
と
思
わ
れ
る
時
期
に
、
京
兆
王
・
子
推
は
入
京
し
て
中
都
大
官
と
な
っ
て
、
察
獄
に
名
撃
を
得
た
と
停
え
て
い
る
。

と
す
れ
ば
前
の
任
城
王
・
雲
が
第
二
回
目
に
拝
し
た
「
中
都
大
官
」
も
か
れ
が
第
一
回
目
に
奔
し
た
「
中
都
坐
大
官
」
と
同
様
に
獄
訟
の
官
で

あ
っ
た
誇
で
あ
る
。
但
、
以
上
三
例
中
、
同
じ
獄
訟
の
官
を
雲
停
で
は
第
一
回
目
は
中
都
坐
大
官
と
い
い
第
二
回
目
の
奔
命
で
は
中
都
大
官
と

い
い
、
子
推
停
で
は
中
都
大
官
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
多
分
同
一
職
名
に
前
者
は
坐
を
入
れ
後
者
は
こ
れ
を
省
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

中

都
大
官
或
い
は
中
都
坐
大
官
の
「
中
」
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
内
都
大
官
・
外
都
大
官
の
「
内
」
「
外
」
に
叫
到
す
る
語
で
あ
っ
て
、
「
中
」
「
内
」

「
外
」
は
管
掌
匡
域
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
「
都
坐
大
官
」
の
職
能
は
、
こ
れ
ら
獄
官
の
管
掌
匡
分
が
な
さ
れ
な
か

っ
た
以
前
の
獄

訟
の
官
の
名
稀
で
あ
っ
た
と
み
て
誤
で
は
あ
る
ま
い
。
と
す
れ
ば
中
山
攻
略
直
後
の
皇
始
二

(8
3
年
、
太
組
が
封
識
を
除
し
、
同
じ
く
即
位

直
後
に
同
人
が
太
宗
か
ら
奔
し
た
「
都
坐
大
官
」
は
管
掌
地
域
医
分
以
前
の
獄
官
で
あ
っ
た
誇
で
あ
る
。
因
み
に

「都
坐
大
官
」
の
語
が
み
え

- 13一

る
の
は
前
記
の
封
務
停
に
限
ら
れ
、
爾
後
散
見
す
る
も
の
は
す
べ
て
「
中
」
「
内
」
「
外
」
を
冠
し
て
お
る
。
と
す
れ
ば
獄
官
と
し
て
の

「
都
坐

大
官
」
の
初
置
は
親
書
噌
一
一
一
志
鳩
一
官
氏
九
、
皇
始
元

Q
S〉
年
の
僚
に

始
建
曹
省
、
備
置
百
官
、
封
奔
五
等
、
外
職
則
刺
出
入
太
守
令
長
己
下
有
未
備
者
、
瞳
市
置
之
。

と
あ
る
中
の
「
始
建
曹
省
、
備
置
百
官
」
の
百
官
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
前
述
の
封
蕗
が
こ
の
官
を
拝
し
た
の
は
百
官
備
置
の
す
ぐ
後

で
あ
っ
た
誇
で
あ
る
。
但
し
、
前
述
し
た
よ
ろ
に
そ
の
職
掌
は
、

廷
尉
と
は
そ
の
分
掻
範
圏
を
異
に
し
た
と
は
い
え
後
年
の
よ
う
に
細
分
完
備

せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
天
子
の
諮
問
に
答
え
る
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
而
か
も
封
龍
が
太
宗
の
初
に
徴
せ
ら
れ
て

再
び
「
都
坐
大
官
」
を
拝
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
太
宗
初
年
ま
で
は
「
都
坐
大
官
」
に
「
中
」
「
内
」
「
外
」
の
分
措
匡
分
は
設
け
ら
れ

141 
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な
か

っ
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
親
書
強
一
列
惇
議
昭
成
子
孫
の
素
の
俸
に

素
、
太
宗
従
母
所
生

(酔
)、

賜
霞
向
安
公
、
奔
外
都
大
官
、
世
租
初
(
桝
)
、
偲
節
征
西
大
将
軍
、
以
鎖
之
、
後
奔
内
都
大
官
。

と
あ
っ
て
、
昭
成
帝
・
什
翼
鍵
の
曾
孫
素
が
太
宗
に
よ

っ
て
外
都
大
官
に

任
ぜ
ら
れ
て
い
る。

と
す
れ
ば
太
宗
治
世
中

宮
S
Jお
ω
〉
の
或
る

時
期
に

「
都
坐
大
官
」
内
に
分
捻
割
り
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
と
な
る。

そ
の
時
期
が
太
宗
治
世
中
の
い
つ
で
あ
る
か
は
速
断
の
限
り
で
は
な
い

が、

後
述
す
る
よ
う
に
三
都
は
部
人
裁
判
を
専
管
す
る
獄
官
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
部
人
機
構
を
整
備
し
た
と
き
の
こ
と
と
考
え
ら
れ

る
。
と
す
れ
ば
三
都
分
立
の
時
期
は
、
親
書

噌
一
一
一
志
域
一

官
氏
九
泰
常
二

2
5
年
夏
の

置
六
部
大
人
官
、
有
天
部
地
部
東
西
南
北
部
、
皆
以
諸
公
魚
之
、
大
人
置
三
嵐
官。

と
い
う
措
置
と
同
時
、
す
な
わ
ち
太
宗
の
泰
常
二

(
S
3
年
夏
に
都
坐
大
官
を
「
内
」
「
中
」
「
外
」
都
大
官
に
分
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
前
述
の
よ
う
に
素
が
太
宗
か
ら
は
外
都
大
官
世
組
か
ら
は
内
都
大
官
を
奔
す
る
と
い
う
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
前
記
の
任
城
王
雲
が
額
租
の
任
命
に
よ
り
奔
し
た
中
都
坐
大
官
も
こ
こ
に
い
う
中
都
大
官
と
同

一
の
官
で
あ
っ
て
、
中
都
坐
大
官

ま
た
、
説
書
酷
一
一
列
俸
調
一

の
呼
稿
は
、
太
組
が
封
誌
を
都
坐
大
官
に
任
用
し
た
「
都
坐」

の
呼
稽
の
俸
習
に
よ
る
も
の
に
違
い
な
い
し

- 14ー

佳
玄
伯
の
中
の
雀
寛
俸
に
寛
の
長
子
・
衡
の
俸
を
記
し
た
一
節
に

長
子
衡
、
字
伯
玉
、
少
以
孝
行
著
稿

(併
)。
承
明
元
年
、

遷
内
都
坐
令
、
善
折
獄
、
高
祖
嘉
之
。

と
あ
っ
て、

雀
寛
の
長
子
・
衡
が
承
明
元
公
訴
)
年
に
内
都
坐
令
に
遷
っ
て
折
獄
を
よ
く
し
た
と
停
え
て
い
て
、
刑
獄
の
官
の
呼
稿
に
都
坐
の

語
を
用
い
た
の
も
同
じ
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。
但
、
こ
こ
に
い
う
内
都
坐
令
が
多
く
散
見
す
る
内
都
大
官
と
全
く
の
同

一
官
で
あ
る
か
ど
う
か

の
断
定
は
樺
る
と
し
て
も
、
職
分
か
ら
は
略
々
こ
れ
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
よ

っ
て
北
貌

・
獄
訟
の
官
の
一
つ
で
あ
る
都
坐
大
官
が
、
北
貌
王
朝
草
創
の
太
租
皇
始
元

Q
g
)
年
に
設
け
ら
れ
、
こ
れ
が
太
宗
泰

常
二
(
合
斗
)
年
夏
に
恐
ら
く
そ
の
管
轄
領
域
の
匡
分
に
鹿
じ
て
(
こ
の
黙
は
後
述
す
る
)

「中
」
「
内
」
「
外
」

に
三
分
さ
れ
、

と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
考
説
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
「
中

都
大
官
」
「
内
都
大
官
」
「
外
都
大
官
」

し
か
し
、

決
疑
獄
事
の
中
央
機
関
で
あ
る
廷



尉
並
び
に
問
機
闘
の
長
官
・
廷
尉
卿
の
存
在
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
世
租
即
位
時
の
行
廷
尉
卿

・
玉
憲
、

及
び
高
祖
太
和
四
年
の
廷
尉
巡
幸
の
諸
例
か
ら
考
え
ら
れ
る
通
り
、
遅
く
と
も
太
宗
時
代
に
は
存
在
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
。

廷
尉
と
三
都
は
、
太
和
十
六
年
の
三
都
贋
止
ま
で
は
並
存
し
て
、
と
も
に
中
央
に
於
け
る
獄
訟
の
機
関
で
あ
っ
た
誇
で
あ
る
。

機
関
一
で
あ
る
廷
尉
と
三
都
の
並
存
の
目
的
は
奈
漫
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
刑
獄
二
機
関
並
立
の
理
由
究
明
に
は
、

つ
い
て
の
解
明
が
先
行
篠
件
と
し
て
要
請
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

同
じ
時
期
の
廷
尉
卿
・

長
孫
道
生

と
す
れ
ば
、

同
じ
獄
訟
の

そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
に

こ
の
意
味
に
於
い
て

三
都
の
職
掌
に
つ
い
て
考
設
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

三
都
獄
官
の
出
自

三
都
が
獄
訟
の
官
で
あ
る
こ
と
は
、
前
述
の
任
城
王
・
雲
俸
に
「
拝
中
都
坐
大
官
、
聴
理
民
訟
、
甚
牧
時
春
」
と
か
、
京
兆
王
・

子
推
俸
に

「
入
魚
中
都
大
官
、
察
獄
有
稽
」
と
か
、
親
書
卦
一
一
一
列
停

4
一
一
王
憲
俸
に
「
尋
奔
外
都
大
官
、
後
集
中
都
、
歴
任
二
曹
、
断
獄
稿
旨
」
と
か
、

貌
書
噌
五
列
俸
規
一一
一
呂
羅
漢
俸
に
「
後
一拝
内
都
大
官
、
聴
訟
・

察
獄
多
得
其
情
」

等
と
あ
る
こ
と
に
よ

っ
て
明
白
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
じ

く
獄
訟
を
任
と
す
る
も
の
に
は
前
述
し
た
よ
う
に
廷
尉
・
大
理
等
の
官
も
あ
る
。
三
都
の
贋
止
と
大
理
の
設
置
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
前
に
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考
設
を
加
え
た
が
、
太
和
十
六
年
の
三
都
底
止
ま
で
並
置
せ
ら
れ
て
い
た
廷
尉
と
三
都
の
中
、
三
都
が
管
轄
す
る
職
分
は
い
か
な
る
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
の
か
、
そ
の
職
分
を
解
明
す
る
手
が
か
り
把
握
の
上
か
ら
、
三
都
就
任
者
の
出
自
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
手
許
に
あ
る
史
料
か
ら
摘
記
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
を
表
示
す
れ
ば
次
表
の
よ
う
に
な
る
。
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一
一
審
が
征
服
王
朝
と
し
て
征
服
民
族
・
北
人
に
針
す
る
拓
政
王
家
め
北
人
掌
握
と
支
配
に
つ
い
て
の
要
職
で
あ
っ
た
之
と
は
親
書

芝

列

博
朗
九
献
史
六
王
・
威
陽
王
俸
の
僚
に

威
陽
王
薩
、
字
永
蕎
、
太
和
九
年
封
、
加
侍
中
壊
騎
犬
将
軍
・
中
都
大
官
(
酔
)
。
高
祖
以
諸
弟
、
典
三
都
。
誠
一
曙
枯
一
寸
日
、
汝
槍
一
寸
園
之
至

親
、
皆
幼
年
、
任
重
、
三
都
折
獄
、
特
宜
用
心
(
断
)
。

と
あ
っ
て
、
そ
の
諸
弟
の
威
陽
王

・
稽
を
初
め
贋
陵
王
・
羽
、
河
南
王
・
幹
等
を
之
に
任
じ
た
こ
と
か
ら
も
、
三
都
を
典
す
る
者
の
「
任
重
」

コ
ニ
都
折
獄
、
宜
用
心
」
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
充
分
察
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
し
て
三
都
の
制
は
太
租
が
中
原
卒
定
後
に
封
欝
を
都

坐
大
官
に
登
庸
し
た
と
き
を
濫
鰭
と
し
て
、
高
祖
が
太
和
十
六
(
S
N)

年
に
こ
れ
を
底
止
す
る
ま
で
、
北
貌
初
中
期
の
約
百
年
間
に
亘
っ
て
、

北
人
裁
判
及
び
そ
れ
と
の
関
連
事
項
に
つ
い
て
北
人
を
管
掌
す
る
機
関
と
し
て
、
こ
の
王
朝
に
と
っ
て
は
必
要
不
可
依
の
制
と
し
て
存
置
せ
ら

れ
た
。
こ
の
間
に
あ
っ
て
三
都
の
中
の
何
れ
か
の
官
に
就
任
し
た
者
を
表
記
し
た
の
が
前
表
で
あ
る
。
こ
の
表
に
掲
げ
た
三
九
人
が
列
俸
の
性

質
上
か
ら
、
否
、
か
り
に
列
俸
に
は
三
都
就
任
者
を
全
部
網
羅
し
て
い
る
と
し
て
も
筆
者
の
見
落
し
が
な
い
と
は
断
じ
か
ね
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
が
三
都
就
任
者
の
穂
べ
て
で
あ
る
と
は
断
定
の
限
り
で
は
な
い
。
し
か
し
就
任
者
の
大
教
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
三
都
就
任
者
の

一
般
的
傾
向
を
知
る
上
に
重
要
な
示
唆
を
興
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
こ
の
表
を
分
析
し
考
誼
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

， 
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ま
ず
三
都
就
任
者
の
出
自
を
大
別
す
れ
ば
こ
の
中
に
拓
政
王
家
す
な
わ
ち
宗
室
の
出
身
者
と
し
て
素
・
日
・
那
・
乙
斤
・
宵
・
良
・
新
成
・

小
新
成
・
大
賜
・
禎
・

驚

・
幹

今
子
推
・

雲

・
休
a

稽
・
他

・
羽
の
十
八
人
を
拳
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
れ
ら
は
等
し
く
天
子
の
族
弟
で

あ
っ
た
り
先
考
の
子
孫
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
文
字
通
り
宗
室
の
柱
石
で
あ
り
時
の
天
子
に
は
尤
も
信
を
得
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
後
述
す

る
よ
う
に
三
都
裁
剣
は
各
都
大
官
の
管
轄
地
域
が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
捲
せ
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
れ
は
検
察

・
提
案
ま
で
の
段
階
で
あ
っ

て
審
議
裁
決
は
三
都
大
官
全
員
の
協
議
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
市
か
も
後
越
の
張
家
・
古
弼
が
同
時
に
外
都
大
官
を
拝
し

た
例
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
審
議
に
参
加
す
る
都
大
官
の
教
も
「
内
」
「
中
」
「
外
」
都
大
官
そ
れ
ぞ
れ

一
人
宛
と
は
限
ら
ず
時
に
よ

っ

て
人
数
に
伸
縮
が
あ
っ
た
も
の
と
‘考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
構
成
せ
ら
れ
て
い
た
三
都
曾
議
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
拓
政
王
家
を
代
表

147 
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し
て
、
拓
政
部
族
の
体
統
を
踏
襲
す
る
と
と
も
に
王
家

・
宗
族
の
利
盆
を
主
張
す
る
も
の
が
か
れ
ら
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
宗
室
以

外
の
も
の
に
は
聞
大
肥

・
同
鳳
の
兄
弟
、
棲
伏
連
・
同
大
抜
の
父
子
、
張
度
・
同
温
の
兄
弟
、
王
憲

・
同
疑
の
父
子
、
子
粟
岬

・
同
洛
放
の
父

子
及
び
封
踏

・
羅
結
-
w
住
衡

・
李
賢

・
醇
謹

・
唐
和
・
陸
倹

・
皮
豹
子
・
張
繋

・
古
弼
・

目
羅
漢
の
二
十
一
人
が
あ
る
。
こ
れ
ら
二
十

一
人
の

も
の
に
つ
い
て
共
通
に
い
え
る
こ
と
は
、

父
祖
以
来
北
入
社
舎
の
中
に
あ
っ
て
そ
の
惇
統
習
俗
に
通
暁
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
北
入
社
禽
の
事
情
を
知
悉
し
て
い
る
こ
の
二
十

一
人
も
な
お
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
、

漢
民
族
的
な
摩
問
制
度
に
射
す
る
素
養
を
身
に
つ
け

た
上
、
組
先
以
来
北
人
枇
舎
と
深
い
閥
係
を
も
っ
て
そ
れ
に
遁
じ
た
も
の
と
、
北
族
部
人
の
歯
帥
・
藩
王
又
は
部
落
有
力
者
と
し
て
拓
政
家
に

仕
え
て
そ
の
箪
事
力
に
寄
興
し
た
も
の
の
二
種
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

市
し
て
前
者
に
属
す
る
も
の
と
し
て
封
艶

・
王
憲

・
同
疑
・
張

度

・
同
温
の
五
人
を
場
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

が
、
親
骨
百
四
帝
紀
一
時
高
宗
紀
興
安
元
年
十
有
一
月
甲
申
の
僚
に

太
尉
張
禦

・
司
徒
古
弼
、
以
議
不
合
旨
、
開
篤
外
都
大
官
。

と
あ
り
、
叉
、
貌
蓄

崎
一
一
列
侍
鳩
一
古
弼
俸
・
張
察
俸
に
は

古
弼
代
人
也

(
榊
)
。
恭
宗
純
一
蹴
高
機
、
徴
潟
東
宮
四
輔
、
興
宜
王
穆
蕎
等
、
並
参
政
事

(
酔
)
。
世
租
崩
、
呉
王
立
、
以
弼
魚
司
徒
。
高
宗

即
位
、
興
張
繋
並
坐
議
不
合
旨
、
倶
克
、
有
怨
誘
之
言
。
其
家
人
告
亙
盛
。
倶
求
法。

張
家
雁
門
卒
原
人
也
、
善
書
計
(
併
)
。

恭
宗
初
穂

百
授
、
築
山
県
東
郡
公
雀
池
田
枯
一
寸
輔
政
(
併
)
。
恭
宗
亮
一
於
東
宮
、
察
粂
太
尉
、
持
節
奉
策
一誼
駕
。
呉
王
徐
立
、
以
察
局
太
尉
。
後
以
議
不
合
旨

代
人

・
古
弼
、

雁
門
卒
原
人
・
張
繋
は
上
記
の
五
人
に
類
似
し
た
貼
も
な
く
は
な
い
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克
、
何
輿
古
弼
並
談
。

と
あ
っ
て
、
こ

の
南
人
は
世
粗
の
後
年
、
恭
宗
が
首
問
機
を
穂
掘
し
た
時
期
に
雌
憶
に
参
じ
て
政
治
に
参
興
し
た
重
臣
で
あ
っ
て
、
世
組
山
朋
後
に

果
王
・
除
が
立
っ
と
弼
は
司
徒
に
、
繋
は
太
尉
に
任
、
せ
ら
れ
て
園
政
の
植
機
に
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
る
に
や
が
て
高
宗
が
即
位
す
る
と
、

雨
人
と
も
「
議
不
合
旨
」
の
故
を
以
て
官
を
兎
ぜ
ら
れ
、
後
諒
せ
ら
れ
た
と
俸
に
は
記
し
て
い
る
。
し
か
し
帝
紀
・
高
宗
紀
に
は
「
期
魚
外
都

大
官
」
と
述
ベ
て
レ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
「
倶
兎
」
ぜ
ら
れ
た
直
後
に
は
「
烈
震
外
都
大
官
」
で
あ
り
、

そ
の
後

「
並
諒
L

せ
ら
れ
た
の
で



あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
政
治
の
才
能
を
以
て
園
政
の
橿
機
に
あ

っ
た
古
弼

・
張
繋
の
南
人
が
一
時
的
に
も
せ
よ
、
外
都
大
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と

は
前
記
の
封
麓
等
五
人
の
三
都
奔
命
の
事
情
と
類
を
等
し
く
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
記
事
に
よ

っ
て
雨
人
の
三
都
奔
命
の
事
情
が
知
ら

れ
る
よ
う
に
、
要
職
を
賭
け
ら
れ
て
諌
に
伏
す
る
ま
で
の
一
時
的
方
便
と
し
て
任
ぜ
ら
れ
た
左
遷
の
地
位
に
過
ぎ
ず
、
寧
ろ
こ
の
場
合
の
外
都

大
官
は
散
官
的
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
貼
に
於
て
は
後
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
判
明
す
る
通
り
封
龍
等
五
人
の
三
都
就
任
と
は
向

但
、
前
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
古
弼
・
張
繋
が
同
時
に
外
都
大
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
「
内
都
」
「
中
都
」

列
に
考
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

「
外
都
」
大
官
の
そ
れ
ぞ
れ
が
車
数
に
限
ら
な
か

っ
た
こ
と
を
示
す
。

こ
う
み
て
く
る
と
封
議
以
下
五
人
と
古
弼

・
張
饗
二
人
の
計
七
人
を
除
い
た
聞
大
肥
兄
弟

・
棲
伏
連
父
子
・
羅
結
・

子
栗
碍
父
子
・
李
賓

・

醇
謹
・
唐
和
・
陸
侯
・
皮
豹
子
・
ロ
口
羅
漢
・

崖
衡
の
十
四
人
は
北
人
部
族
の
蕃
王
・

貧
帥
又
は
部
落
有
力
者
と
し
て
そ
の
武
力
を
以
て
拓
政
王

家
の
征
服
戦
争
に
協
力
し
た
も
の
と
い
え
る
。
市
し
て
こ
の
中
、
棲
伏
連
父
子
・
羅
結
・
子
栗
碑
父
子
・
陸
侠
の
六
人
は
等
し
く
代
人
で
あ
っ

て
父
租
以
来
、
拓
政
王
家
股
肱
の
腹
心
と
し
て
苦
難
を
共
に
し
な
が
ら
戦
っ
て
来
た
嘗
臣
又
は
そ
の
子
孫
で
あ
る
の
に
劃
し
て
、
聞
大
肥
兄

弟
・
李
寅

・
醇
謹

・
唐
和

・
皮
豹
子
・
目
羅
漢
・
握
衡
の
入
人
は
、
そ
の
出
身
地
も
そ
れ
ぞ
れ
「
嬬
嬬
人
」

「
私
署
涼
王
・
李
嵩
孫
」

「
自
萄
徒

於
河
東
扮
陰
」
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
り
「
菅
昌
宜
安
人
」「
漁
陽
人
」

「本
、
東
卒
張
需
で
あ
っ
た
が
其
先
徒
居
幽
州
」
し
た
も
の
、
或
い
は

「
租

形
、
随
菅
南
陽
王

・保、

避
地
臨
右
、
途
仕
於
温
渠
」
え
た
も
の
で
あ
っ

た
り
す
る
と
と
も
に
、
か
れ
ら
は
早
く
て
太
租
、
そ
の
多
く
は
太
宗
以
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降
世
組
時
代
に
諦
誠
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
間
に
進
め
ら
れ
た
被
征
服
地
に
於
け
る
蕃
王
乃
至
有
力
部
帥
を
そ
の
前
身
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
黙
上
記
の
棲
伏
連
以
下
六
人
が
代
人
で
あ
っ
て
譜
代
の
腹
心
の
出
で
あ
る
の
と
は
趣
を
異
に
す
る
。
こ
う
み
て
く
る
と
昭
成
曾
孫

・

素
以
下
の
宗
室
出
身
者
十
八
人
と
上
記
の
古
弼
・
張
繋
の
二
人
を
除
い
た
他
の
十
九
人
は
、
同
学
問
的
法
制
的
素
養
を
も
っ
て
三
都
に
就
任
し
た

封
蕗
以
下
五
人
と
、
拓
政
王
家
譜
代
の
臣
と
も
い
う
べ
き
代
人
武
将
の
棲
伏
連
以
下
六
人
と
、
多
く
太
宗
以
降
の
被
征
服
地
の
部
帥
に
そ
の
出

自
を
も
っ
武
人
・
聞
大
肥
以
下
八
人
の
三
種
に
分
類
さ
れ
る
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
か
れ
ら
の
経
歴
を
述
べ
る
こ
と
と
し
よ
う
。
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皐
問
的
漢
人
官
僚
的
素
養
の
も
ち
主
と
し
て
の
三
都
就
任
者
、
封
蕗
・
王
憲
父
子

・
張
度
兄
弟
五
人
の
う
ち
封
欝
に
つ
い
て
は
前
節
に
述
べ



150 

容

三

リ

第

二

た
。
王
態
に
つ
い
て
は
親
書
三
デ
偽
一
王
憲
俸
に

王
憲
字
額
則
、
北
海
劇
人
也
、
組
猛
荷
竪
丞
相
(
酔
)
。
皇
始
中
興
駕
次
趨
郡
之
高
邑、

憲
乃
野
誠
、

太
租
見
之
日
、
此
王
猛
孫
也
。
厚
租

待
之
、
以
策
本
州
中
正
領
選
曹
事
、
乗
掌
門
下
。
世
租
即
位
、
行
廷
尉
卿
(
酔
)
。

尋
推
外
都
大
官
、

後
鶏
中
都
、
歴
任
二
曹
、
断
獄
稽

回
目
。

と
あ
り
、
前
秦
・
符
堅
の
丞
相
・
王
猛
を
組
と
し
符
杢
の
丞
相
・
王
永
を
伯
父
に
も
つ
憲
は
皇
始
中
す
な
わ
ち
太
租
の
中
原
卒
定
中
に
蹄
誠
し
て

そ
の
厚
植
を
受
け
、
本
州
中
正
・
領
選
曹
事
を
拝
命
し
て
門
下
も
粂
掌
し
て
い
る
。
世
租
が
即
位
す
る
と
行
廷
尉
卿
と
な
り
後
、
外
都
・
中
都
の

ニ
大
官
を
歴
任
し
て
断
獄
旨
に
稽
う
と
賞
せ
ら
れ
て
い
る
。

憲
の
次
男
・
疑
に
つ
い
て
は
王
憲
俸
の
く
だ
り
に
父
の
任
を
以
て
中
書
畢
生
と
な

り
高
租
初
年
か
ら
南
部
向
書
に
あ
る
こ
と
十
四
年
、
在
任
中
南
州
多
事
の
た
め
文
奏
九
に
盈
ち
た
と
あ
る
。

後
、
内
都
大
官
と
な
っ

て
い
る
。

張
度
・
張
温
兄
弟
に
つ
い
て
は
親
書
醜
一

一
列
侍
講
一
に
か
れ
ら
の
父
・
張
究
の
こ
と
を
記
し
て

張
充
字
洪
龍
、
上
谷
温
陽
人
、
租
翼
遼
東
太
守
。
父
卓
昌
繋
太
守
。
充
初
鴛
郡
五
官
接
(
榊
)
。
太
組
矯
代
王
、
選
信
用
左
長
史
(
桝
)
。
既
克

中
山
、
聴
入
八
議
。
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と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
充
は
漢
人
官
僚

・
遼
東
太
守
・
翼
を
租
に
、
昌
繋
太
守

・
卓
を
父
に
も
ち
自
ら
も
郡
五
官
擦
の
地
位
に

つ
い
て
い
た

が
、
太
租
が
代
王
に
な
る
と
こ
れ
に
蹄
誠
し
、
中
原
卒
定
後
建
国
し
て
か
ら
は
議
政
の
官
入
議
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
系
譜
と
経

歴
を
も
っ
充
に
つ
い
て
は
な
お
親
書
時
一
列
俸
調
一
崖
玄
伯
の
一
節
に
は
「
輿
張
究
討
組
機
要
草
創
制
度
」
と
あ
る
か
ら
握
玄
伯
と
共
に
北

親
王
朝
草
創
の
と
き
に
重
要
政
務
を
封
縄
し
、
!
制
度
を
草
創
し
た
園
家
植
要
の
漢
人
官
僚
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
張
充
の
・
次
子
・
度
は

土
谷
太
守
及
び
和
龍
鎖
都
大
絡
を
鰹
て
後
、
中
都
大
官
と
な

っ
て
お
り
、
度
の
弟
・
温
も
外
都
大
官
・

康
寧
太
守
を
歴
任
し
て
い
る
。
前
に
述

べ
た
よ
う
に
封
勝
は
五
胡
の
園
・
後
燕
・
慕
容
賓
の
中
書
令
・
民
部
品
問
書
で
あ
り
同
じ
く
王
憲
の
租
・
王
猛
、
伯
父
・
王
永
は
前
秦

・
持
竪
及

び
持
壬
の
丞
相
で
あ
っ
て
か
れ
ら
は
漢
人
官
僚
と
し
て
の
素
養
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
五
胡
王
朝
に
用
い
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
の
聞
に
於
い
て
北
人

の
習
俗
停
統
に
関
す
る
劃
慮
の
し
か
た
に
つ
い
て
も
充
分
値
得
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
而
し
て
こ
の
こ
と
は
太
租
に
重
用
さ
れ
た
張
充
に
つ



い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
漢
人
官
僚
と
し
て
の
敢
養
の
上
に
北
人
園
家
の
高
級
官
僚
と
し
て
の
豊
か
な
経
験
を
も
つ
も
の
の
中
、

封
欝
は
自
ら
が
都
坐
大
官
と
し
て
太
租
・
太
宗
に
重
用
せ
ら
れ
、
王
猛
の
孫
・
憲
は
中
都
大
官
に
疑
は
内
都
大
官
に
そ
し
て
張
充
の
子
の
度
・

温
の
兄
弟
は
そ
れ
ぞ
れ
中
都
大
官
・
内
都
大
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
北
人
部
族
社
舎
の
俸
統
を
継
承
す
る
三
都
裁
剣
に
中
園
法
制

的
理
念
を
加
味
し
て
ゆ
く
上
に
大
い
に
意
味
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
事
責
こ
の
こ
と
を
期
待
し
て
太
粗
・
太
宗
も
世
租
も
か
れ
ら
の

三
都
登
庸
を
な
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
建
園
以
前
か
ら
拓
政
王
家
と
苦
笑
を
共
に
し
て
来
た
譜
代
の
腹
心
及
び
そ
の
子
孫
と
目
す
べ
き
棲
伏
連
父
子
以
下
の
六
人
に
つ
い
て
一

瞥
し
よ
う
。
棲
伏
連
父
子
に
つ
い
て
は
説
書

箱
三
列
俸
明
一
棲
伏
連
俸
に

棲
伏
連
代
人
也
、
世
魚
曾
帥
(
酔
)
。
年
十
三
襲
父
位
領
部
落。

太
極
初
従
破
賀
蘭
部
、
叉
従
卒
中
山
、
震
太
守
(
酔
)
。

成
等
将
軍
、
賜
爵
列
侯
、
徴
伏
連
魚
内
都
大
官
。
j

太
宗
嘉
之
、
拝

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
棲
伏
連
は
十
三
歳
に
し
て
父
の
位
を
繕
い
で
酋
帥
と
な
り
、
太
組
の
賀
蘭
部
討
伐
に
加
わ
り
、
弁
州
刺
史
と
な

っ
て
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は
西
河
に
鋒
を
向
け
て
夏
の
赫
連
屈
手
の
寧
と
載
っ
て
こ
れ
に
克
ち
、
伺
方
面
の
反
胡
を
招
誘
し
て
功
を
立
て
、
太
宗
に
徴
還
せ
ら
れ
て
内
都

大
官
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
又
、
次
男
・
大
抜
は
尚
書
・
散
騎
常
侍
・
征
西
賂
軍
を
歴
位
し
た
後
、
高
祖
の
初
に
中
都
大
官
を
拝
命
し
て
い
る
。

羅
結
に
つ
い
て
は
親
書
酷
四
列
俸
調
三

羅
結
停
に

羅
結
代
人
也
、
其
先
世
領
部
落
、
震
園
附
臣
。
劉
額
之
謀
逆
也
、
太
租
去
之
、
結
翼
衛
饗
輿
従
幸
賀
蘭
部
、
後
以
功
賜
爵
居
地
侯
。
太
宗

時
除
持
節
散
騎
常
侍
寧
南
賂
軍
河
内
鎖
勝
。
世
組
初
、
遭
侍
中
外
都
大
官
・
掠
三
十
六
曹
事
。

と
あ
る
。
羅
結
も
棲
伏
連
と
同
じ
く
部
落
を
領
有
し
て
い
る
酋
帥
で
あ
っ
て
園
附
臣
と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
劉
頼
が
太
租
に
謀
逆
す
る
や
結

は
饗
駕
を
護
衛
し
て
賀
蘭
部
に
行
き
、
功
に
よ
っ
て
爵
・
屈
馳
侯
を
賜
わ
り
、
太
宗
の
初
め
に
は
散
騎
常
侍
寧
南
将
軍
の
地
位
を
以
て
河
内
鎖

賂
と
な
り
、
世
組
初
に
は
入
っ
て
侍
中
・
外
都
大
官
・
捲
三
十
六
曹
事
に
遷
っ
て
い
る
。

子
栗
碍
父
子
に
つ
い
て
は
親
書
噌
三
列
停
鳩
一
子
栗
樽
停
に
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子

粟

碍

代

人

也

(

川

町

)

。

後

興

寧

朔

将

軍

公

孫

関

、

領
歩
騎
二
高
、
潜
白
太
原
従
韓
信
故

道
、
開
井
陛
路
、
襲
慕
容
賢
一
於
中
山
。
既
而
車
駕
後
至
、
見
道
路
修
理
大
悦
、
即
賜
其
名
馬

(酔
)
、

世
一組
征
赫
蓮
昌
(
酔
)
。

尋
遷
使
持

節
都
督
究
桓
二
州
諸
軍
事
鋲
南
持
軍
坊
頭
都
持
、
叉
、
震
外
都
大
官
、
卒
刑
折
獄
、
甚
有
接
種
。

と
あ
っ
て
、
子
栗
碑
も
前
二
者
と
同
じ
く
建
園
の
功
務
者
で
太
組
の
中
原
攻
略
に
は
井
陸
路
を
聞
き
、
中
山
攻
略
の
先
離
を
な
す
と
共
に
常
に

武
喜
過
人
、

登
圏
中
拝
冠
軍
持
軍
偲
新
安
子
。

太
組
側
近
に
あ
っ
て
戦
場
を
馳
駆
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
世
組
の
夏
主

・
赫
連
昌
攻
伐
に
は
力
戦
し
た
功
に
よ
り
使
持
節
都
督
禿
桓
二
州
諸

軍
事
鎮
南
終
軍
の
地
位
を
興
え
ら
れ
て
扮
頭
都
賂
と
な
り
、
叉
、
外
都
大
官
を
奔
し
て
は
卒
刑
折
獄
甚
だ
整
穏
を
得
た
と
あ
る
。
子

・
洛
放
は

功
臣
の
子
と
し
て
侍
御
中
散
を
奔
し
、
世
組
に
愛
寵
せ
ら
れ
て
車
駕
征
討
に
は
常
に
侍
衡
の
官
と
な
り
、

恭
宗
の
時
に
出
で
て
使
持
節
散
騎
常

侍
寧
東
将
軍
・
和
龍
鎖
都
大
賂
・

営
州
刺
史
と
な
り
治
績
を
あ
げ
て
後
、
外
都
大
官
と
な
っ
て
い
る
。

省

四

第

二

陸
侠
に
つ
い
て
は
親
書

O

列
俸
八
陸
侠
俸
に

陸
倹
代
人
也
、
曾
組
幹
・
組
引
世
領
部
落
、

父
安
太
組
時
、
率
部
民
随
従
征
伐
、
数
有
戦
功
、
奔
勘
威
将
軍
離
石
鎖
将
、
天
輿
中
信用
上
繁

太
守
闘
内
侯
。
侠
少
聴
慧
有
策
略
(
酔
)。
世
租
親
征
赫
連
昌
、
詔
侯
督
諸
軍
鎮
、
大
積
以
備
一
臨
嬬
(
酔
)
。
叉
以
侠
都
督
秦
薙
二
州
諸
軍

事
卒
西
将
軍
長
安
銀
大
勝
、
興
高
涼
王
那
撃
蓋
呉
於
杏
城
、
大
破
之

(
酔
)
。
遷
内
都
大
官
、
安
定
直
永
劉
超
等
襲
撃
呉
川
猷
以
叛
、
世
租
以

倹
威
恩
被
於
開
中
、
詔
以
本
官
加
都
督
秦
羅
諸
軍
事
、
鎮
長
安
(
酔
)。
世
粗
大
悦
、
徴
侯
還
京
師
、

轄
外
都
大
官
、
散
騎
常
侍
如
故
。

と
あ
る
。
陸
侯
も
前
の
棲
伏
連
・
羅
結
等
と
同
じ
く
部
落
酋
帥
を
父
租
に
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
太
宗
に
仕
え
て
襲
霞
し
功
を
樹
て
て
長
安
鎮
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大
絡
を
奔
し
、
高
涼
王

・
那
と
蓋
果
を
破
り
、
還
っ
て
は
内
都
大
官
と
な
り
、
関
内
の
不
穏
に
際
し
て
は
、
侠
の
威
恩
が
開
中
を
匪
し
て
い
る

こ
と
か
ら
再
び
長
安
に
鎖
せ
し
め
ら
れ
る
等
、
世
組
の
開
中
攻
略
に
大
功
を
立
て
て
い
る
。
文
、
京
師
に
徴
還
せ
ら
れ
て
は
外
都
大
官
と
な
っ

て
い
る
。
以
上
、
棲
伏
連
以
下
陸
侠
に
至
る
六
人
の
代
人
は
何
れ
も
父
組
以
来
拓
政
王
家
と
生
死
を
共
に
し
て
来
た
譜
代
の
腹
心
で
あ
る
と
共

に
、
武
賂
と
し
て
赫
々
た
る
武
動
に
輝
く
も
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
北
入
社
舎
の
俸
統
習
俗
の
維
持
者
で
あ
り
、
寝
食
を
共
に
し
た
北
族
部
人

に
劃
し
て
、
奮
部
帥
と
し
て
の
立
場
か
ら
も
‘
征
服
王
朝
の
園
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
も
そ
の
最
高
の
理
解
者
で
あ
る
と
し
て
、
北
貌
王
室
が



か
れ
ら
の
献
策
に
多
く
を
期
待
し
た
で
、
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
こ
と
が
か
れ
ら
を
三
都
に
任
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
北
人
の
裁

剣
其
他
に
嘗
ら
せ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。

‘
最
後
に
、
北
人
で
は
あ
る
が
そ
の
出
自
も
開
誠
の
時
期
や
事
情
も
前
記
六
人
と
は
異
な
り
、
被
征
服
地
に
於
い
て
そ
の
配
下
部
衆
に
射
し
強

大
な
支
配
力
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
聞
大
肥
兄
弟
以
下
屋
衡
に
至
る
八
人
の
者
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。

聞
大
肥
兄
弟
に
つ
い
て
は
親
書
泊
三
列
俸
哨
一
聞
大
肥
俸
に

聞
大
肥
嬬
嬬
人
也
。
太
粗
時
輿
其
弟
大
空
倍
願
卒
宗
族
開
園
、
太
組
嘉
之
、
向
華
陰
公
主
、
賜
倭
其
思
子
、
輿
其
弟
並
魚
上
演
、

議
。
太
宗
即
位
、
準
大
肥
震
内
都
大
官
、
室
町
魚
侯
(
酔
)
。
泰
常
初
復
魚
都
賂
、
領
禁
兵
討
嬬
嬬
、
獲
其
大
将
莫
孤
海
(
酔
)
。

復
興
薬
斤
出
雲
中
白
遁
、
討
大
檀
破
之
、
還
鯖
内
都
大
官
。

入
八

世
租
初

と
あ
っ
て
、
嬬
嬬
の
出
で
あ
っ
た
・聞
大
肥
は
そ
の
弟
・
大
空
倍
願
と
宗
族
を
率
い
て
開
園
し
た
の
に
封
し
、
太
組
は
之
を
嘉
し
て
華
陰
公
主
と

妻
わ
せ
、
爵
・
其
思
子
を
授
け
、
弟
と
共
に
上
賓
と
な
し
た
上
、
園
政
の
極
要
機
関
で
あ
る
八
議
に
入
れ
て
い
る
。
太
宗
が
即
位
す
る
と
内
都

- 25ー

大
官
に
任
じ
、
泰
常
の
初
め
に
は
禁
兵
を
領
し
て
嬬
蝿
を
討
た
せ
て
お
り
、
世
租
の
初
め
に
は
薬
近
と
共
に
、
ま
た
嬬
嬬
の
首
魁

・
大
檀
を
討

っ
て
之
を
破
り
、
還
っ
て
再
び
内
都
大
官
と
な
り
、
出
で
て
翼
・
青
二
州
刺
史
と
な
り
、

還

っ
て
は
三
た
び
内
都
大
官
に
除
せ
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
弟
・
鳳
は
襲
爵
し
て
高
宗
の
と
き
に
内
都
大
官
と
な
っ
て
い
る
。

李
賓
に
つ
い
て
は
、
説
書
泊
三
列
停
悌
一
一
李
賓
俸
に

李
賓
字
懐
素
(
酔
)
、
鴎
西
秋
道
人
、
私
署
諒
王
嵩
之
孫
也
(
酔
)
。
伯
父
飲
篤
祖
渠
蒙
遜
所
滅
、
賓
徒
一
於
姑
藤
、
歳
齢
障
問
男
唐
契
、
北
奔

伊
吾
、
臣
於
一
隅
嬬
(
酔
)
。
世
霊
場
開
肘
討
温
渠
無
語
於
敦
埠
(
酔
)
、
賓
自
伊
吾
南
蹄
敦
憧

(酔)、

遺
弟
一懐
達
奉
表
蹄
誠
、
世
租
嘉
其
忠
款

(
酔
)
。
別
遣
使
、
授
賓
使
持
節
侍
中
都
督
西
垂
諸
軍
事
・
鎮
西
大
将
軍
・
開
府
儀
同
三
司

・
領
護
西
戎
校
尉
・
沙
州
牧

・
敦
埠
公
、
何
鎮

敦
埠
、
四
品
以
下
聴
承
制
偲
授
。
真
君
五
年
入
朝
、

建
留
京
師
、
奔
外
都
大
官
、
轄
油
製
南
将
軍
弁
州
刺
史
、
還
除
内
都
大
官
(
前
)
。

問

と

あ

る
。
李
賓
は
い
わ
ゆ
る
西
涼

・
私
署
涼
王

・
嵩
の
孫
で
、
伯
父

・
散
が
温
渠
蒙
遜
に
滅
ぼ
さ
れ
る
や
伊
吾
に
奔
っ
て
嬬
嬬
に
服
属
し
て
い
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た
が
、
世
組
が
温
渠
無
訴
を
征
四
す
る
の
に
際
曾
し
て
、
敦
憧
城
府
を
規
復
し
、
弟
・
懐
達
を
遣
わ
し
て
世
祖
へ
の
蹄
誠
を
表
す
る
こ
と
と
し

た
。
よ
っ
て
世
組
は
沙
州
牧
敦
埠
公
等
の
地
位
を
興
え
て
優
遇
し
、
敦
埠
に
鎖
せ
し
め
て
い
た
が
、

員
君
五
年
賓
が
入
朝
す
る
と
留
め
て
外
都

大
官
に
拝
し
て
お
り
、
後
に
鋸
南
将
軍
と
し
て
弁
州
刺
史
に
鴎
出
さ
せ
、
還
る
と
こ
の
た
び
は
内
都
大
官
に
除
し
て
い
る
。

際
謹
に
つ
い
て
は
警
官
官
列
体
調
三
醇
鼎
俸
に

柑
昨
掛
字
允
白
、
其
先
自
萄
徒
於
河
東
之
扮
陰
、
国
家
葉
。
租
陶
輿
醇
組
落
等
、
分
統
部
衆
、
故
世
一
読
三
醇
、
父
置
復
代
領
部
落
(
酔
)
、
彊

議

院
側
三
営

(榊
)。
静
復
襲
統
其
営
、
魚
市
奥
山
同
書
郎
建
威
将
軍
河
北
太
守
。

と
あ
っ
て
、
辞
謹
の
父

・
排
の
組
先
は
窃
か
ら
河
東
扮
陰
に
徒
居
し
た
も
の
で
、
捧
の
祖
父

・
陶
の
時
代
に
は
部
衆
を
三
分
し
て
分
統
し
て
い

た
た
め
三
醇
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、

父

・
彊
は
三
替
を
穂
顕
し
て
部
衆
を
緩
撫
し
民
の
心
服
を
得
て
い
た
か
ら、

石
虎
・
荷
竪
の
侵
略
を
防
ぎ

得
て
、
後
秦
・
挑
輿
に
仕
え
、
そ
の
銀
東
将
軍
と
な
り
入

っ
て
は
向
書
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た

1

癖
は
彊
の
後
を
襲
っ
て
其
の
航
空白
を
統
べ
挑
輿
の

向
書
郎

・
建
威
将
軍
河
北
太
守
と
な

っ
て
い
た
と
い
う
。
謹
に
つ
い
て
は
上
の
記
事
に
績
い
て

子
謹
字
法
順

(酔
)
、
劉
裕
一部
弘
、
昨
相
府
行
委
阜
、
随
裕
渡
江
(
酔
)
、
静
終
日師
圏
、
密
使
報
、

謹
途
自
彰
域
来
奔
。
朝
廷
嘉
之
、
授
河

東
大
守
(
酔
)
。
始
光
中
、
世
宗
(
租
の
誤
〉
詔
薬
斤
討
赫
連
昌
、
勅
謹
領
偏
師
、
前
鋒
郷
導
、
既
克
蒲
坂
(
酔
)
、
謹
白
信
用
太
守
、
遁
秦

州
刺
史
、
将
軍
如
故
(
町
、
謹
自
郡
遷
州
、
威
恵
粂
備
風
化
大
行
(
酔
)
。
員
君
元
年
徴
還
京
師
、

除
内
都
大
官。

と
あ
る
。
時
に
南
朝
・
宋
・
武
帝
劉
裕
が
挑
輿
の
子
・
訟
を
攻
略
し
江
を
渡
っ
て
迫
っ
て
来
た
。
鼎
は
北
貌
に
簡
服
し
よ
う
と
し
て
謹
に
報
じ

た
と
こ
ろ
、
謹
は
彰
城
か
ら
来
奔
し
た
。
世
組
は
嘉
し
て
こ
れ
に
河
東
太
守
を
授
け
た
。
叉
、
謹
に
命
じ
て
巽
斤
と
共
に
夏
の
赫
蓮
昌
を
伐
た

せ
、
こ
の
地
に
秦
州
を
創
置
し
て
謹
を
そ
の
刺
史
と
し
た
。
兵
荒
絶
え
ず
山
胡
・
蕃
部
の
動
揺
激
し
い
こ
の
地
に
あ
っ
て
、
威
恵
粂
ね
備
え
た

か
れ
の
治
績
大
い
に
あ
が
り
、
風
化
大
い
に
行
な
わ
れ
た
と
い
う
。
世
組
は
員
君
元
年
京
師
に
徴
し
て
内
都
大
官
に
除
し
て
い
る。

唐
和
に
つ
い
て
は
親
書
査
四
列
俸

4
三
唐
和
俸
に

唐
和
字
稚
起
、
菅
昌
宜
安
人
也
。
父
鋲
以
涼
土
喪
蹴
民
無
所
錦
、
推
隣
西
李
禽
於
敦
埠
、
以
寧
一
州
。
李
氏
震
温
渠
蒙
遜
所
滅
、
和
興
兄
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契
捕
外
甥
李
費
、
避
難
伊
吾
(
酔
)
、
和
典
契
遣
使
来
降
(
酔
)
。
又
魁
高
寧
自
力
二
城
、
斬
其
成
主
、
遁
使
表
献
、
世
粗
嘉
其
誠
款

(酔)。

由
是
諸
胡
款
附
句
西
域
旭
卒
(
酔
)
。
正
卒
元
年
和
詣
閥
、
世
組
一
俊
寵
之
、
待
以
上
客。

高
宗
以
和
蹄
誠
(
酔
)
、
太
安
中
出
震
構
州
刺
史
、

甚
有
稽
績
、
徴
鶏
内
都
大
官
、
評
決
獄
訟
、
不
加
援
楚
、

察
疑
獲
貫
者
甚
多
、
世
以
是
稽
之
。

と
あ
る
。
晋
昌
・
宜
安
の
人
で
あ
っ
た
唐
和
は
自
立
し
て
い
た
涼
王
・
李
暑
が
温
渠
蒙
遜
に
滅
ぼ
さ
れ
る
や
兄
・

契
及
び
外
甥

・
李
賓
等
と
伊

t

吾
に
避
難
し
、
そ
の
地
で
民
衆
二
千
絵
家
を
招
集
し
て
嬬
嬬
に
服
属
し
て
い
た
が
、
世
組
の
征
西
を
知
る
や
こ
れ
に
降
っ
た
た
め
嬬
嬬
の
匪
迫

を
強
く
受
け
る
こ
と
と
な

っ
た
。
和
は
こ
れ
ら
と
戦
っ
て
、
吉
岡
寧

・
自
力
二
城
の
成
主
を
斬
り
、
又
、
柳
瞳
民
主
・
乙
員
伽
を
捕
に
す
る
等
の

戦
捷
を
か
ち
得
た
た
め
西
域
諸
胡
も
款
附
す
る
ま
で
に
鎮
定
せ
ら
れ
た
。
和
が
正
卒
元
年
拝
謁
す
る
と
、
世
租
は
特
に
優
寵
し
て
上
客
と
な

し
、
高
宗
は
功
臣
な
る
が
放
に
特
に
瞳
遇
し
、
太
安
中
に
は
出
だ
し
て
済
州
刺
史
と
な
し
た
が
治
績
稽
す
べ
き
も
の
あ
り
、
後
徴
し
て
内
都
大

官
に
任
じ
た
が
、
撞
楚
を
加
え
る
こ
と
な
く
察
獄
賞
を
得
る
も
の
が
多
か
っ
た
た
め
世
に
之
を
稽
し
た
と
あ
る
。

皮
豹
子
に
つ
い
て
は
親
書
噌
五
列
停
雄
三
皮
豹
子
俸
に

皮
豹
子
漁
陽
人
(
酔
)
d

泰
常
中
魚
中
散
(
酔
)
、
世
租
時
掲
散
騎
常
侍
(
酔
)
、
出
除
使
持
節
侍
中
都
督
-
秦
薬
剤
梁
四
州
諸
軍
事
安
西
将
軍
・

開
府
儀
同
三
司
・
準
岳
町
准
陽
公
・

鎮
長
安
(
酔
)
。
後
坐
盗
官
財
、
徒
於
統
高
(
榊
)
。
尋
除
都
督
秦
羅
剤
、梁
盆
五
州
諸
軍
事
、

大
将
軍
・
開
府
・
仇
池
鎮
勝
、
持
節
公
如
故
(
酔
)。
徴
豹
子
漏
出
同
委
園
、
出
魚
内
都
大
官
(
酔
)
。

尋
以
前
後
戦
功
、
復
撞
鴛
内
都
大
官
、
和
卒
五
年
六
月
卒
。
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不
先
胡
走
、
無
捷
而
還
、

進
競
征
西

叉
坐
兎
官
、

と
あ
る
。
皮
豹
子
の
蹄
誠
の
時
期
は
明
確
を
飲
く
。
唯
、
泰
常
中
、
‘中
散
と
震
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
恐
ら
く
太
宗
時
代
に
開
園
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
か
れ
は
世
組
の
夏
・
後
秦
の
故
地
経
略
に
奔
走
し
て
長
期
間
長
安
・
仇
池
に
鎮
し
、
南
方
か
ら
江
を
渡
っ
て
北
上
し
て
来
よ
う
と
す
る

劉
義
隆
(
南
朝
・
宋
の
文
帝
)
の
寧
と
戦
い
を
交
え
、
秦
-
揖
洗
剤
・
梁
・
盆
の
諸
州
を
鎮
座
し
て
い
る
。
高
宗
時
代
(
四
肢
に
僻
)
徴
せ
ら
れ
て
尚
書

と
な
り
、
つ
い
で
内
都
大
官
と
な
っ
た
が
、
更
に
前
線
に
出
て
河
西
胡
を
討
っ
た
が
第
多
く
し
て
効
を
牧
め
得
ず
、
た
め
に
坐
し
て
官
を
兎
ぜ
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ら
れ
た
が
、
高
宗
は
前
後
の
戦
功
に
よ
り
擢
し
て
内
都
大
官
と
な
し
て
い
る
。



156 

ス
、
昌
羅
漢
に
つ
い
て
は
護
主

五

列
停
滞
一
一
一
呂
羅
漢
俸
に
呂
羅
漢
本
東
卒
書
張
人
、
其
先
石
勤
時
徒
居
幽
州
、

好
同
学
(
酔
)
。
慕
容
垂
以
魚
河
間
太
守
、
皇
始
初
以
本
郡
来
降
、
太
組
嘉
之

(酔
)
。

父
温
(
酔
)。
羅
漢
仁
篤
憤
密
、

弱
冠
以
武
幹
知
名

前
)
、
世
租
嘉
之
、
徴
信
用
一
勿
林
中
郎
(
附
)
。
高
宗
之
立
、
羅
漢
有
力
鷲
、

遷
少
卿
(
酔
)
。
及
嬬
嬬
犯
塞
、
額
組
討
之
、
羅
漢
輿
右
僕
射

El公
元
自
振
(
酔
)
。
出
鴛
鎮
西
将
軍
秦
盆
二
州
刺
史
。
時
仇
池
忌
菟
反
攻
(
酔
)
、
掩
撃
底
美
大
破
之
、
斬
其
一
渠
帥
、
賊
衆
退
散
、

詔

羅
漢
日
、
卿
以
務
勤
獲
鈍
才
能
致
用
(
酔
)
、
仇
池
近
浸
境
、
兵
革
一
屡
輿
(
蜘
)、
皆
由
鎮
勝
不
明
、

雲
市
不
理
之
所
致
也、

卿
雁
落
赴
撃

(
町
、
臨
右
土
除
、
民
亦
剛
惇
、

若
不
導
之
以
徳
、
斉
之
以
刑
、
冠
賊
莫
由
可
息
、
百
姓
無
以
得
静

(酔
)、

卿
可
召
集
豪
右
、
揮
其
事
宜、

以
利
民
震
先
、
盆
園
魚
本
、
随
一
其
風
俗
以
施
威
恵
、

其
有
安
土
楽
器
宋
(
酔
)
。

高
組
詔
羅
漢
(
酔
)
、
徴
拝
内
都
大
官
、

聴
訟
察
獄
、
多
得

組
額
字
子
明
、

少

其
情
。

と
あ
っ
て
、
羅
漢
の
租
先
は
東
卒
誇
張
か
ら
後
越
・
石
勤
の
時
代
に
幽
州
に
徒
一居
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
祖
父

・
顛
は
後
燕
・

世
組

・
慕
容
垂
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に
仕
え
て
河
間
太
守
で
あ
っ
た
が
太
融
の
中
原
卒
定
の
際
皇
始
の
初
に
こ
れ
に
来
降
し
て
い
る
。
父

・
温
は
戦
功
に
よ
り
上
黛
太
守
と
な
り
治

名
を
栴
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
羅
漢
は
世
租

・
高
宗
・
額
組
・

高
祖
の
四
代
に
仕
え
、
そ
の
間
曜
右
・

奏
盆
方
面
の
丘

・
蒐
の
銀
座
緩
撫
に
威
恵

を
以
て
臨
み
大
い
に
寅
績
を
あ
げ
、

後
、
高
租
に
徴
せ
ら
れ
て
内
都
大
官
と
な

っ
た
が
、
聴
訟
察
獄
多
く
其
の
情
を
得
た
と
い
わ
れ
る
。

最
後
に
崖
衡
に
つ
い
て
は
親
書
酷
一
一
列
俸
調
一
握
玄
伯
の
僚
に
崖
寛
・
屋
衡
父
子
の
停
を
記
し
て

時
清
河
雀
寛
、
字
景
仁
、
組
形
陪
菅
南
陽
王
・
保
、
避
地
臨
右、

途
仕
於
温
渠
李
語
。

父
剖
字
伯
宗
(
酔
)
、
世
組
西
巡
、
剖
乃
純
一牟
同

義
、
使
寛
迭
款
。
世
租
嘉
之
(
酔
)
。
寛
後
襲
霞
武
陵
公
・
鎮
西
将
軍
、
奔
町
駅
城
鎮
西
勝
。
崎
地
晩
、
民
多
窟
却
、
寛
性
滑
稽
、
誘
接
豪
右、

宿
盗
魁
帥
、
興
相
交
結
、
傾
衿
待
遇
、
不
逆
微
細
、
是
以
能
民
庶
肝
心
、

莫
不
感
其
意
気
。

と
あ
る
に
よ
れ
ば
握
衡
の
祖
父
・
形
は
菅

・
南
陽
王
に
従
っ
て
瀧
右
に
徒
り
、
西
涼
王

・
温
渠
李
暑
に
仕
え
て
い
た
が
、

父

・
剖
は
世
組
の
征

西
に
際
し
同
志
を
穂
率
し
、
子
の
寛
と
と
も
に
こ
れ
に
掃
す
る
こ
と
と
し
た
。
世
租
は
之
を
嘉
び
寛
を
威
遠
将
軍
岐
陽
令
に
奔
し、

屈町一計水
男

を
賜
わ
っ
て
い
る
。
寛
は
後
、

武
陵
公
を
襲
爵
し
挟
城
銭
西
開
閉
を
奔
し
た
が
、
隣
右
南
部
の
南
朝
領
域
と
'隣
接
し
た
こ
の
地
域
は
土
地
は
隙



峻
、
民
は
窟
却
で
緩
撫
し
難
い
土
地
柄
で
あ
っ
た
が
、
寛
一
は
よ
く
豪
右
に
誘
接
し
宿
盗
・
魁
帥
と
相
交
わ

っ
て
衿
を
傾
け
下
重
に
理
遇
し
た
の

で
、
そ
の
意
気
に
感
じ
て
民
庶
は
心
か
ら
こ
れ
に
服
し
た
と
あ
る
。
管
轄
地
域
の
民
に
心
服
を
か
ち
得
て
い
た
寛
の
予

・
衡
に

つ
い
て
は

長
子
衡
、
字
伯
玉
、
少
以
孝
行
著
稽
(
酔
)
、
承
明
元
年
、

遷
内
都
坐
令
、
善
折
獄
、

高
祖
嘉
之
。

と
あ
る
。
父
・
寛
に
仕
え
て
孝
を
以
て
稽
せ
ら
れ
た
衡
は
父
の
遺
風
を
纏
い
で
豪
右
・

宿
盗

・
魁
帥
に
接
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
南

朝
・
宋
と
境
を
接
す
る
こ
の
地
域
の
民
心
を
得
る
に
は
こ
の
地
域
の

E
魁
・
豪
右
へ

の
中
央
政
府
の
封
慮
の
し
か
た
が
、
直
ぐ
に
か
れ
ら
異
部

族
民
(
砂
町
民
)
の
動
向
を
決
す
る
こ
と
と
な
る
筈
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
衡
を
北
人
専
掌
の
獄
宮
内
都
坐
令
に
徴
し
た
狙
い
で
あ

っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
果
た
し
て
衡
は
折
獄
を
善
く
し
た
の
で
高
租
は
こ
れ
を
嘉
し
た
と
あ
る
。

雀
衡
を
高
祖
が
内
都
坐
令
に
任
じ
た
理
由
と
そ
の
任
命
に

よ
っ
て
期
待
し
た
と
こ
ろ
と
同
一
の
こ
と
が
聞
大
肥
兄
弟
以
下
八
人
の
こ
の
種
三
都
就
任
者
に
は
通
有
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
青
租
に
よ
っ
て
内
都
大
官
を
奔
し
た
目
羅
漢
に
つ
い
て
は
か
れ
に
下
し
た
顛
租
の
詔
に
「
仇
池
は
溢
境
で
、
兵
革
が
屡
々
起
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
こ
れ
を
防
ぐ
に
は
鎮
絡
の
明
と
民
へ
の
威
恵
の
僚
理
に
叶
っ
た
賓
施
〈
緩
禁
)
が
不
可
依
の
要
件
で
あ
り
、
融
右
の
よ
う
な
剛
惇
な

民
に
劃
し
て
は
、
徳
を
以
て
導
き
刑
を
以
て
斉
え
ね
ば
窟
賊
は
や
ま
ず
百
姓
は
静
を
得
ら
れ
な
い
。
豪
右
を
召
集
す
る
に
は
そ
の
事
宜
に
よ
っ
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て
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
民
利
と
園
盆
を
先
と
な
し
其
の
風
俗
に
随
っ
て
威
恵
を
施
す
べ
き
で
あ
る
が
、
羅
漢
は
丘
蒐
蕃
居
の
こ
の
地
域
に
於
い

て
大
い
に
貫
績
を
あ
げ
得
た
。
こ
れ
は
卿
が
こ
の
遁
理
を
排
え
て
こ
れ
を
賀
行
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
述
べ
て
い
る
。
溢
境

で
あ
っ
て
園
境
の
新
征
服
地
で
且
つ
、
剛
惇
な
異
部
族
・
丘
・

蒐
の
住
地
で
あ
る
こ
の
地
統
治
の
経
験
は
中
央
の
北
人
裁
判
及
び
中
央
か
ら
の

北
人
封
策
に
吸
牧
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
貴
い
方
途
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
高
温
が
羅
漢
を
徴
し
て
内
都
大
官
に
奔
し
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
黙
は
彰
城
か
ら
衆
奔
し
て
世
組
に
蹄
し
た
醇
謹
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
て
、
夏
の
赫
連
昌
を
討
っ

て
蒲
坂
に
魁
ち
、
創
置

せ
ら
れ
た
秦
州
の
初
代
刺
史
と
し
て
威
恵
粂
備

・
風
化
大
い
に
行
な
わ
れ
る
賓
績
を
あ
げ
た
謹
を
、
世
組
は
員
君
元
年
に
京
師
に
徴
還
し
て
内

都
坐
大
官
に
除
し
て
い
る
。
ま
た
聞
大
肥
兄
弟
の
三
都
就
任
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
て
も
、
元
来
嬬
嬬
人
で
あ
る
か
れ
ら
が
宗
族
を
率
い
て
蹄

圏
し
、
八
議
に
列
せ
ら
れ
て
か
ら
後
、
度
度
の
嬬
嬬
遠
征
に
功
を
立
て
た
か
れ
ら
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
嬬
嬬
の
部
族
社
舎
に
於
け
る
停
統
習
俗

157 
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に
は
充
分
通
じ
て
い
た
筈
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
世
組
を
し
て
内
都
大
官
に
任
命
さ
せ
た
根
援
で
あ
ろ
う
し
、

李
賓

・
唐
和
の
場
合
に
も
こ
の

例
は
適
用
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
は
西
涼
王
・
李
嵩
の
孫
で
あ
っ

て
元
来
が
こ

の
地
域
に

絶
大
な
威
力
を
振
っ

た
涼
朝
宗
族
の
出
で
あ
る

が
、
身
を
よ
せ
て
い
た
伯
父
・
散
が
温
渠
蒙
遜
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
と
一
時
嬬
嬬
に
服
麗
し
、
後
、
部
衆
を
集
め
て
勢
を
回
復
し
敦
煙
城
府

を
規
復
し
て
世
租
に
蹄
誠
し
、
沙
州
牧
・

敦
埠
公
と
し
て
こ
の
地
域
の
部
衆
を
統
治
し
て
い
た
も
の
で
あ
る。

か
れ
李
賓
が
員
君
五
年
京
師
に

入
朝
す
る
や
、
世
租
は
こ
れ
を
内
都
大
官
に
奔
し
て
い
る
。
唐
和
も
李
賓
の
宗
族
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
温
渠
蒙
遜
の
侵
攻
に
際

し
て
は
李
賓
等
と
共
に
伊
吾
に
難
を
避
け
て
嬬
嬬
に
身
を
よ
せ
て
い
た
が
、
世
組
の
西
巡
に
曾
し
て
来
降
し
、

以
後
、
嬬
嬬
と
戦
い
更
に
西
域

を
討
っ
て
、
是
よ
り
諸
胡
款
附
・
西
域
組
卒
と
い
う
治
績
を
牧
め
て
い
る
。
高
宗
が
徴
し
て
内
都
大
官
と
な
し
た
の
も
こ
れ
ら
の
貧
績
に
よ
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

皮
豹
子
は
夏
・
涼
の
故
地
開
中
・
秦
盆
地
域
に
四
百
五
十
年
代
以
降
五
胡
の
立
て
た
園
が
姿
を
消
す
と
、
南
方
か
ら
南
朝

・

宋
文
帝
(
劉
義
隆
〉
が
丘
・
蒐
の
残
存
勢
力
を
使
嘱
し
て
激
し
い
攻
勢
に
出
る
こ
と
と
な

っ
た
時
期
に
、

乏
糧
・
寡
弱
を
以
て
よ
く
戦
い、

租
の
員
君
三
(
念
N
)

年
以
後
約
十
年
の
問
、
時
に
は
仇
池
銀
鵜
と
な
り
、
時
に
は
都
督
秦
薙
剤
梁
盆
五
州
諸
軍
事
と
な

っ
て
、
統
高
・
安
定
・

長
安
等
の
要
衝
を
護
り
固
め
た
武
動
に
輝
く
功
務
者
で
あ
っ
た
。
か
れ
が
移
り
に
河
西
諸
胡
と
戦
っ
て
、

戦
果
を
摩
げ
得
ず
還

っ
た

a

た
め
坐
し

て
官
を
克
ぜ
ら
れ
た
後
に
、
前
後
の
戦
功
に
よ
っ
て
再
び
内
都
大
官
に
擢
せ
ら
れ
た
一

事
か
ら
も
、
か
れ
の
武
動
の
並
々
で
な
か

っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
よ
う
。
皮
豹
子
に
劃
す
る
高
宗
の
二
回
に
亘
る
内
都
大
官
任
命
に
し
て
も
、
か
れ
の
十
徐
年
聞
に
亘
る
こ
の
地
域
の
戦
闘
と
統
治
に
よ

る
丘
・
発
諸
部
人
等
の
北
人
へ
の
獄
訟
統
治
の
経
験
を
中
央
施
策
と
し
て
の
北
人
裁
判
統
治
等
に
生
か
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

前
記
の
呂
羅
漢
等
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

世
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以
上
前
表
に
示
し
た
三
十
九
人
の
三
都
就
任
者
の
出
身
経
歴
に

つ
い
て
検
討
し
た
が
、
こ
れ
を
要
約
す
れ
ば
素

・
以
下
康
陵
王

・
羽
に
至
る

十
八
人
の
宗
室
出
身
者
は
、
北
人
裁
剣
並
び
に
北
人
へ
の
諸
施
策
に

つ
い
て
の
拓
政
王
家
の
代
鼎
者
で
あ
り
、
封
艶
以
下
張
温
兄
弟
に
至
る
五

人
(
古
弼
・
張
禦
は
除
外
〉
は
漢
人
官
僚
的
政
治
理
念
を
以
て
北
人
裁
剣
並
び
に
諸
施
策
に
臨
ま
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
棲
伏
連
父
子
以
下
陸

侠
に
至
る
六
人
の
代
人
は
鮮
卑
部
族
の
停
統
習
俗
を
北
人
裁
剣
並
び
に
諸
施
策
に
生
か
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
聞
大
肥
兄
弟
以
下
屋
衡
に
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か
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
地
域
・
出
身
部
族
の
俸
統
習
俗
を
嘗
該
北
人
の
裁
剣
諸
施
策

に
代
縛
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
後
述
す
る
よ
う
に
こ
れ
ら
諸
種
の
停
統
習
俗
・
理
念
を
代
表
す
る
三
都
の
配
下
に
は
、
こ

れ
ら
部
人
中
の
良
家
子
弟
或
い
は
年
長
器
墓
の
者
を
徴
し
て
充
て
た
侍
官
を
以
て
構
成
し
た
局
(
諸
局
又
は
五
局
と
も
い
う
)
を
配
し
、

局
を
し

て
現
地
の
動
静
探
索
、
羽
林
・
虎
責
等
の
禁
兵
差
貼
、
中
央

会一
都
〉
に
も
ち
こ
ま
れ
た
獄
訟
決
疑
の
下
調
べ
、
嘗
該
出
身
京
官
の
股
最
調
査

等
を
行
な
わ
せ
て
い
た
節
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
の
よ
う
な
職
任
を
も
っ
一
局
を
率
い
る
三
都
に
か
れ
ら
を
任
じ
て
お
く
こ
と
は
、
奮
敵
性

部
人
に
劃
し
て
は
も
ち
ろ
ん
股
肱
の
心
腹
部
族
に
劃
し
て
も
、
か
れ
ら
北
入
を
拓
政
王
家
に
劃
し
て
求
心
的
献
態
に
保
持
し
て
ゆ
く
上
か
ら
、

是
非
必
要
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
三
都
を
そ
の
配
下
の
局
り
職
能
ま
で
も
含
め
て
考
え
れ
ば
、
表
面
上
は
決
疑
獄
事

の
一
事
に
杭
ぼ
ら
れ
で
も
、
三
都
は
北
貌
王
朝
の
北
人
諸
部
族
統
轄
土
必
要
不
可
依
の
機
関
で
あ
り
、
表
記
三
十
九
人
が
諸
種
の
北
人
の
代
鼎

者
と
し
て
三
都
就
任
を
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
も
納
得
せ
ら
れ
よ
う
。
北
親
王
朝
に
と

っ
て
こ
の
よ
う
に
重
大
な
任
務
を
帯
び
て
い
た
三
都
で

あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
親
書
竺
お
志
議
一
躍
羽
之
に
文
明
大
后
崩
後
の
葬
祭
を
記
し
た

一
節
に

大
和
十
四
年
九
月
高
租
日
(
酔
)
、
外
臣
三
月
除
、
諸
王
・

三
都
・
尉
馬
及
内
職
、
至
来
年
三
月
晦
、
朕
之
練
也
、
除
凶
卸
吉。

と
あ
っ
て
、
高
祖
は
外
臣
の
服
喪
は
三
カ
月
で
足
り
る
と
し
た
が
、
三
都
は
諸
王
及
び
尉
馬

・
内
職
官
人
並
び
に
高
租
自
身
と
等
し
く

一
様
に

衆
年
三
月
晦
ま
で
六
カ
月
の
服
喪
を
命
じ
て
お
り
、
ま
た
、
同
室一国
同
巻
同
項
に
は

大
和
十
五
年
四
月
葵
亥
朔
、
設
薦
於
太
和
廟
(
酔
)
、
高
祖
宿
於
廟
至
夜
、
一
刻
引
諸
王

・
三
都
大
官
・
鮒
馬

・
三
公
令
僕
己
下
、

奏
事
。

中
散
己
上
及
刺
史
・
鎮
勝
、
立
突
於
廟
庭
、
三
公
令
僕
升
廟
既
出
。

と
も
あ
っ
て
、
太
和
十
五
年
四
月
朔
、
文
明
太
后
の
太
和
廟
に
供
物
を
奉
る
儀
を
行
う
に
嘗
り
、
廟
に
宿
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
高
租
が
、

諸
王
・
三
都
大
官
・
鮒
馬
及
び
三
公
令
僕
以
下
を
率
い
て
廟
前
で
事
を
奏
し
、
中
散
以
上
及
び
刺
史
・

鎖
絡
は
立

っ
て
廟
庭
に
突
す
る
こ
と
と

し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
拓
政
王
家
の
大
事
に
際
し
て
は
、

三
都
(
又
は
三
都
大
官
)
は
常
に
直
接
の
血
縁
者

・
諸
王
に

次
い
で
他
の
い
か
な
る
高
官
よ
り
も
王
家
に
密
着
し
た
官
司
と
し
て
遇
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
せ
ら
れ
よ
う
。

至
る
入
人
の
被
征
服
北
族
部
族
の
曾
帥
・
蕃
王
等
は
、

(
未
完
)
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